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令和８年第１回氷川町議会定例会会議録（第１号） 

 

令和８年３月９日  

午前１０時００分開議 

於       議場 

 

１．議事日程（１日目） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名  

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 承認第 １号 専決処分の報告及び承認について  

令和７年度氷川町一般会計補正予算（第１３号） 

日程第 ６ 議案第 １号 氷川町犯罪被害者等支援条例の制定について 

日程第 ７ 議案第 ２号 氷川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について 

日程第 ８ 議案第 ３号 氷川町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について 

日程第 ９ 議案第 ４号 氷川町行政手続条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ５号 氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第１１ 議案第 ６号 氷川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する

条例について 

日程第１２ 議案第 ７号 氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第１３ 議案第 ８号 氷川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第１４ 議案第 ９号 氷川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１０号 氷川町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第１６ 議案第１１号 令和７年度氷川町一般会計補正予算（第１４号）につ

いて 

日程第１７ 議案第１２号 令和７年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）について 

日程第１８ 議案第１３号 令和７年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１９ 議案第１４号 令和７年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）について 

日程第２０ 議案第１５号 令和７年度氷川町下水道事業会計補正予算（第５号）

について 

日程第２１ 議案第１６号 令和８年度氷川町一般会計予算について 

日程第２２ 議案第１７号 令和８年度氷川町国民健康保険特別会計予算につい 

             て 

日程第２３ 議案第１８号 令和８年度氷川町介護保険特別会計予算について 
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日程第２４ 議案第１９号 令和８年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算につ 

いて 

日程第２５ 議案第２０号 令和８年度氷川町下水道事業会計予算について 

日程第２６ 議案第２１号 氷川町過疎地域持続的発展計画の策定について 

 

２．出席議員は次のとおりである（１２名）。 

１番  小佐井めぐみ        ２番  陳 野 智 美 

３番  飯 田 健 二        ４番  西 尾 正 剛 

５番  清 田 一 敏        ６番  長 尾 憲二郎 

７番  上 田 俊 孝        ８番  吉 川 義 雄 

９番  片 山 裕 治       １０番  米 村   洋 

 １１番  木 下   厚       １２番  三 浦 賢 治 

 

３．欠席議員はなし 

 

４．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  畑 野 光 昭   書 記  三 好 裕 子 

 

５．説明のため出席した者の職氏名 

町    長  藤 本 一 臣   副 町 長  平   逸 郎 

教 育 長  西 村   裕   総 務 課 長  坂 本 哲 也 

企画財政課長  國 岡 信 吾   税 務 課 長  荒 平 健 二 

町 民 課 長  西 村 憲 志   福 祉 課 長  尾 崎   徹 

農業振興課長  陳 野 国 司   農 地 課 長  坂 梨 俊 弘 

建設下水道課長  白 丸 浩 二   地域振興課長  村 上 孝 治 

会計管理者  柿 本 宏 樹   学校教育課長  増 住 豪 二 

生涯学習課長  谷 岡 賢 一   代表監査委員  島 田 博 行 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（三浦賢治君） 皆さん、おはようございます。 

ただいまから、令和８年第１回氷川町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配布のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名  

○議長（三浦賢治君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、７番、上

田俊孝君、８番、吉川義雄君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ２ 会期の決定 

○議長（三浦賢治君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は本日から３月１３日までの５日間といたしま

す。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦賢治君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から３月１３日までの５日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ３ 諸般の報告 

○議長（三浦賢治君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

今回、受理した請願陳情等はお手元に配付しました、請願・陳情一覧表のとお

りですので資料を配付いたします。 

次に、月例現金出納検査が実施され、その報告書が提出されていますので報告

いたします。 

次に、令和７年第２回八代生活環境事務組合議会定例会が開催され、会議録が

提出されていますので報告いたします。 

次に、氷川町及び八代市中学校組合議会定例会が開催され、令和７年第２回定

例会議事録及び令和８年第１回定例会議録並びに令和８年第１回定例会会議結果

の報告が提出されていますので報告いたします。 

なお、これらの報告書及び会議録は議会事務局に保管してありますので、ご自

由に閲覧お願いいたします。 

次に、長年にわたり地方自治の振興・発展に顕著な功績があったと認められた

議員へ表彰状が届いておりますので、伝達を行います。 

熊本県町村議会議長会表彰に、議員在職２３年以上の表彰者として、米村洋君

です。 

それは米村議員、演壇のほうにお進みください。 

《演壇前》 

○議長（三浦賢治君） 表彰状、八代郡氷川町議会議員米村洋殿。 

あなたは２３年以上の長きにわたり、町村議会議員としてよくその職務復帰を

遂行され、もって、地方自治の振興発展に尽力された功績は誠に顕著でありま

す。よって、ここにこれを表彰します。 

令和８年２月２０日、熊本県議会議長会会長、松尾 純久。 
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おめでとうございます。 

それでは、ここで米村洋君、演壇にてご挨拶をお願いいたします。 

○１０番（米村洋君） 皆さん、おはようございます。 

すみません、風邪を引いて喉をからしておりますから、マスク着用でご挨拶を

したいと思います。 

今、県のほうから、議員継続２３年以上の議員として表彰されて、本当にあり

がたく思っております。 

まだ私も議員になった時に、非常にですね、若くて、勢いがよかったんです

が、もう今７０を過ぎまして、人生１００年といえどもですね、議員活動におい

ても、非常にいろんな方面で体力を有する年齢ということで、健康にですね、非

常に重要しております。 

今、私の後方にいる三浦議長とは、同じ年でありまして、お互いにですね、私

は糖尿にかかり、そして、三浦議長もいろんな病気をされていながらですね、一

生懸命議員活動にともに励まし合いながらですね、頑張っている次第でございま

す。 

今後も自分の命の続く限り、体力の続く限り、氷川町の町民の側に立ってです

ね、執行部を正し、藤本行政を突き上げする時もありました。 

またこれからも、いろんな方面で行政に対して、いろんな意見を言い、いろん

な提言をしながらですね、議員と行政と、二元方式の在り方を、しっかり区別し

て、議員活動で頑張っていきたいと思います。 

今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。 

○議長（三浦賢治君） このたび、表彰を受けられた米村洋君におかれまして

は、誠におめでとうございます。今後のますますのご活躍をお願いいたしま

す。 

これで、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ４ 行政報告 

○議長（三浦賢治君） 次に、日程第４、行政報告について、町長から発言の申出

がありましたので、これを許します。 

町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 皆さま、おはようございます。 

二十四節気のひとつ、啓蟄を過ぎまして、春の訪れを感じることとなりまし

た。議員各位には、日々ご活躍のこととお喜びを申し上げます。 

本日は、令和８年第１回氷川町議会定例会を招集をいたしましたところ、議員

各位には公私ともにご多忙の中にご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

また、日頃より町政の運営にあたりまして、格段のご理解とご協力を頂いてお

りまして、心より感謝とお礼を申し上げます。 

米村洋議員におかれましては、熊本県町村議会議長会における永年勤続の表彰

受賞、誠におめでとうございます。 

今後とも健康にご留意の上、これまでの経験と高い識見をもとに、ふるさと氷

川町の発展のためにご尽力を頂きますよう願っているところであります。 

またもう一つ、うれしいニュースが飛び込んでまいりました。スケートボード

の世界大会、今ブラジルで行われておりまして、竜北中学校２年生の松本雪聖さ

ん、３位準決勝を通過して、決勝で逆転の優勝を果たしたというふうにニュース
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が飛び込んでまいりました。多分明日の熊日の１面を飾ってくれるものというふ

うに思っておりますが、とても素晴らしいことでありますし、今後の活躍を更に

期待するものであります。 

今年は東日本大震災から１５年、熊本地震から１０年の節目を迎えます。お亡

くなりになられた皆さま方に改めまして、お悔やみを申し上げますとともに、そ

れぞれの災害を教訓として、今後の防災・減災への取組を更に継続をしていかな

ければならないというふうに考えております。 

昨年８月の豪雨災害につきましては、過去に経験のない災害でありました。住

家等への復旧支援、農家の圃場・苗及び機械の復旧支援、道路及び水路の土砂撤

去など、応急の復旧は進みましたものの、本格的な復旧につきましては、やっと

今国の災害査定が終わったところでありまして、併せまして今実施設計を行って

おります。その後に工事の施工ということになります。まだまだ時間がかかるの

かなあというふうに思っておりますけれども、１日も早い復旧に向けて努力をし

てまいりたいというふうに思っております。 

突然の衆議院の解散を受け、総選挙の結果、自由民主党が圧勝し高市政権が安

定多数を獲得されました。また、木原官房長官、金子国土交通大臣が再任をされ

ておりますし、主要ないわゆるポストを熊本県選出の国会議員の先生方が、かな

りのポストについていらっしゃいまして、非常に心強く思っております。今後と

もチーム熊本として、ご支援を頂けるものというふうに思っております。ただ、

参議院ではまだ政権与党が過半数に足りておりませんので、今後とも丁寧な行政

運営が必要とされるものというふうに思っております。いずれにいたしまして

も、私ども地方自治体といたしましては、早く新年度予算を通過をさせていただ

いて、しっかりとした、安定した行政運営ができるように願っているところであ

ります。 

一方、国際情勢に目を向けますと、アメリカとイスラエル共同によるイランへ

の大規模攻撃が実行され、イランは報復として、イスラエルや中東各地の米軍駐

留基地を攻撃いたしております。中東地域の混乱が一気に加速をしているという

ふうに感じております。在留日本人の安全確保や今後の国際経済及び中東地域の

原油の依存度が高い日本経済への影響も懸念されるところであります。物価の高

騰に歯止めがかからず暮らしに影響を及ぼしております。 

なお、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した令和７年度の事業

につきましては、先般全住民を対象に配布をいたしました。地域振興券（しあわ

せ暮らし応援券）交付事業をはじめ、子育て世帯支援事業、消費下支え事業、教

育施設等支援事業、農林水産業支援事業など、合計１６件の事業を実施いたしま

した。 

また、国・県の事業と相まって、相応の成果を上げているものというふうに感

じております。 

博報堂との連携事業でありますタスクホースにおいては、これまで２年間、職

員とともに調査・研究・協議を重ね、テーマごとに提案を頂いたところでありま

す。その提案の内容につきましては、今後予算に反映させるところは反映し、し

っかりとその成果を求めていきたいというふうに思っております。 

さて、令和７年度も残り３週間余りとなりましたが、主な事業の進捗をご報告

申し上げます。 

産業振興の分野では、竜北地区湛水防除事業においては、氷川排水機場の電
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気・機械設備工事が完了し、現在、遊水池の遊水地の整備及び１号幹線導水路の

工事が実施をされております。 

なお、氷川排水機場につきましては、今年の梅雨前には稼動する見込みで、今

工事を進めているところであります。 

若洲排水機場更新事業では、下部工の施工業者が決定し、不知火干拓地区再整

備事業では、パイプラインの更新工事排水路及び農道の整備に向けた測量・実施

設計業務を行いました。 

砂川排水機場更新事業では、施設本体の下部工及び吐出水槽敷設を今整備して

いるところであります。 

農道馬原１号線道路改良事業は、本年度予定した工事が施工をされておりま

す。 

物価高騰の対策事業としましては、施設園芸、工芸作物の燃油価格高騰への補

助及び酪農飼料及び畳表経糸価格高騰への補助を実施したところであります。 

商工業振興対策といたしましては、昨年度からプレミアムつき商品券のプレミ

アム率を２０パーセントに引上げて発行するとともに、創業支援・事業所等整備

促進事業が３件、住宅リフォーム促進事業２０件の利用があっております。 

商工会運営補助事業、若手後継者の育成事業、特産販路開拓事業及び街路灯維

持修繕費補助事業などを継続して実施したところであります。 

立神峡公園内の豪雨災害による、里地屋敷前の土砂崩落につきましては、その

補修が完了をいたしました。 

保健福祉の分野では、３歳未満児の保育料を無償化するとともに、３歳未満児

の子育てに係る経済的負担を軽減するため、子育て支援臨時給付金、出産子育て

応援給付金、保育所給食食材費補助金を継続して実施をしたところであります。 

高校生までの医療費の無償化及び病児病後児保育事業、障害児保育事業をはじ

め、すこやか赤ちゃん出産祝い金事業を継続して実施し、子育て世帯の負担軽減

に役立っているものというふうに感じております。 

宮原福祉センター内に子ども家庭センターを設置して２年目を迎えましたが、

家庭訪問や関係機関からの紹介、子育て相談、会議や研修会への参加など、延べ

４３件の相談に対応しているところであります。 

高齢者福祉対策といたしましては、福祉タクシー利用料金支援事業、食の自立

支援事業、介護サービス事業及び町内全地区において、いきいきサロン事業に取

り組んでおります。 

特にこのいきいきサロン事業につきましては、本日お見えの民生児童委員の皆

さん方には、それぞれの地域でご支援を頂いているというふうに聞いておりまし

て、本当にありがたく思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

教育振興の分野では、氷川中学校給食調理場の給食受け庫として改修工事を行

いました。既に完了し、２学期からは共同調理場からの配食を行っているところ

であります。 

物価高騰に対応するため、小・中学校給食食材費を補助し、保護者の負担を増

やさずに給食の質を確保したところであります。 

宮原小学校の給食棟の解体並びに竜北東小学校低学年棟の屋根防水及び室内の

教室内の改修工事が完了をいたしました。 

中学生への実用英語技能検定費補助事業では、３年生７５パーセントが受験を
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し、そのうち３級以上の試験に６３.２パーセントが合格を果たしております。

この数字は県内でも有数の数字でありまして、それぞれ学校の先生方のこの取組

というのは非常にありがたく思っているところでございます。 

生活環境の分野では、氷川警察署跡地にＰＦＩ事業における公共事業優良賃貸

住宅建設事業を進めております。施工及び管理業者が決定をいたしました。 

今、基本設計が完了いたしましたので、できましたら、議会最終日の、議会後

に、その基本設計につきまして議員の皆さん方にご説明を申し上げたいというふ

うに思っております。 

地区内の道路及び排水路の整備事業では、町道新田野津橋線道路舗装工事及び

道路改良詳細測量設計業務及び建物等調査業務を行ったところであります。町道

八間川堤防１号線道路路肩改良工事、町道北川反甫北鹿野道路改良工事、町道西

網道南鹿野２号線道路改良測量設計業務、町道駅前団地１号線道路維持補修工

事、町道塚田線道路改良測量設計業務、町道氷川中南線道路改良構造物詳細設計

業務並びに地質調査業務、町道笠松団地線道路改良工事が完了し、また、それぞ

れ完了する見込みであります。 

防犯カメラを本年度１基増設いたしました。現在１５基を運用し、地域及び通

学路の見守りと犯罪の防止に活用しているところであります。 

宇城氷川スマートインターの利用台数並びにアクセス道路通過台数も年々増加

傾向にあります。 

なお、アクセス道路の県道昇格につきましても、議会とともに、県へ強く要望

をし、今前向きにその作業が進められております。 

宇城市の回答待ちというふうに聞いておりまして、宇城市のほうからの回答が

ありますと、県道の昇格の事務が進んでいくものというふうに感じております。 

下水道宮原処理区の八代北部流域下水道への編入に向けた工事が完了をいたし

ました。４月からは八代北部流域下水道で共同処理するということになります。 

町民の皆さま方のご協力により、ごみの減量化が進んでおります。今後とも、

ゼロカーボンシティーの実現に向け、さらなる生ごみの減量化と資源ごみの分別

収集へご協力を頂きますようお願いするところであります。 

消防団員の定数を見直し、本年度から提出４８０名で活動を行っております。

うち、１０名は女性団員であります。これからも、少ない団員数は減らしました

ものの、地区の防災組織と相まって、それぞれの地域を守ってくれるものと期待

をいたしております。 

行政運営の分野では、１０月１日に氷川町合併２０周年記念式典を開催し、持

続可能な基礎自治体としての発展を誓ったところであります。あわせて、氷川町

のＰＲ動画イメージソング、ブランドマークを製作発表いたしました。今後はそ

れぞれを活用して、知名度の向上と、氷川ブランドの確立に活用していければと

いうふうに思っております。 

博報堂プロダクツとの連携協定に基づき、国の地域活性化起業人制度及び地域

力創造アドバイザー制度を活用し、五つのテーマごとに、タスクホースセカンド

を組織し、さまざまな提案を頂いたところであります。冒頭申し上げましたとお

り、その内容につきましては、今後活かせるところはしっかり活かしてまいりた

いというふうに思っております。 

ふるさと納税につきましても、寄附件数及び寄附額ともに前年を大きく上回っ

ております。一般財源の確保に大変役立っているところであります。本年３月５
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日現在、先週の末現在で寄附件数が６万３,６９７件、寄附金額が１０億１３２

万２,６５８円の実績であります。目標としておりました１０億を達成したとこ

ろでありますし、あと３月いっぱいございます。しっかりその半分は一般財源と

して活用できますので、有意義に使っていきたいというふうに思っております。 

なお、企業版ふるさと納税も、寄附件数９件、寄附金額３３０万の実績でござ

います。 

以上のとおり各分野で事業推進に最善を尽くしてまいりましたが、議員各位並

びに町民の皆さま方をはじめ、関係機関組織のご協力のもと、全職員が一丸とな

って職務に精励したことにより、相応の効果を得る行政運営ができたというふう

に感じております。 

以上、令和７年度の行政報告といたします。 

○議長（三浦賢治君） これで、行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ５ 承認第 １号 専決処分の報告及び承認について  

令和７年度氷川町一般会計補正予算（第１３号） 

日程第 ６ 議案第 １号 氷川町犯罪被害者等支援条例の制定について 

日程第 ７ 議案第 ２号 氷川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について 

日程第 ８ 議案第 ３号 氷川町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について 

日程第 ９ 議案第 ４号 氷川町行政手続条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ５号 氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第１１ 議案第 ６号 氷川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する

条例について 

日程第１２ 議案第 ７号 氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第１３ 議案第 ８号 氷川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第１４ 議案第 ９号 氷川町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１０号 氷川町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第１６ 議案第１１号 令和７年度氷川町一般会計補正予算（第１４号）につ

いて 

日程第１７ 議案第１２号 令和７年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）について 

日程第１８ 議案第１３号 令和７年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１９ 議案第１４号 令和７年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）について 

日程第２０ 議案第１５号 令和７年度氷川町下水道事業会計補正予算（第５号）

について 

日程第２１ 議案第１６号 令和８年度氷川町一般会計予算について 

日程第２２ 議案第１７号 令和８年度氷川町国民健康保険特別会計予算につい             
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て 

日程第２３ 議案第１８号 令和８年度氷川町介護保険特別会計予算について 

日程第２４ 議案第１９号 令和８年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて 

日程第２５ 議案第２０号 令和８年度氷川町下水道事業会計予算について 

日程第２６ 議案第２１号 氷川町過疎地域持続的発展計画の策定について 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（三浦賢治君） 日程第５、承認第１号、専決処分の報告及び承認について

から日程第２６、議案第２１号、氷川町過疎地域持続的発展計画の策定につい

てまでを一括議題とします。 

町長の施政方針及び提案理由の説明を求めます。 

町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） それでは、令和８年度の施政方針並びに提案理由の説明を

行わせていただきます。 

政府は、昨年６月１３日に閣議決定した、経済財政運営と改革の基本方針２,

０２５において、世界の安定と繁栄に貢献しながら、我が国経済社会の持続性を

確保していくとしております。 

また、賃上げを起点とした成長型経済の実現に向けて、中小企業・小規模事業

者の賃金向上推進５か年計画を実施をする、三位一体の労働市場開拓及び中堅中

小企業による賃上げの後押し、地方創生２.０の推進へ、令和の日本列島改造、

地域における社会課題への対応、農林水産業の構造転換による成長産業化及び食

料安全保障の確保、文化芸術スポーツの振興、ＧＸの推進、ＤＸの推進、フロン

ティアの開拓、先端科学技術の推進、スタートアップへの支援、海外活力の取

組、資産運用立国の実現を掲げております。 

これを踏まえて、８月８日に閣議了解されました令和８年度の予算要求につい

ては、年金、医療等の社会保障費は高齢化等に伴う自然増４,０００億円を加算

した範囲内で要求、地方交付税交付金等は、新経済・財政再生計画との整合性

に、留意、義務的経費については、経費ごとの義務的性格に基づき、所要額を要

求、その他の経費については、前年度当初予算に相当する額の範囲内で要求した

上で、物価高騰対策を含む重要政策推進のため、その額に１００分の２０を乗じ

た額の範囲内で要望を可とされたところであります。 

熊本県においては、平成２８年の熊本地震、令和２年７月豪雨災害の二つの大

きな自然災害への対応を進めてきた一方で、中期的な財政収支の試算では、令和

８年度から５年間、毎年度６９億から２０１億の財政不足額が見込まれるとして

おります。 

令和８年度予算は、熊本地震、令和２年７月豪雨からの復旧復興に加え、令和

７年８月豪雨からの復旧復興を最優先とする熊本新時代競争基本方針のもとに、

実施する取組については、その必要性、緊急性を精査し、真に必要な事業への選

択と集中を徹底するとされております。 

令和８年度の大まかな収支見通しや中期試算で明らかとなった、令和８年度の

以降の将来にわたる財政不足の解消に向け、一般行政経費や投資的経費にシーリ

ングを設定の上、歳入歳出の見直しを徹底するとしています。 

さて、本町の令和６年度一般会計決算による実質収支は４億２,４３８万１,０

００円、繰越金や積立金を取崩した額を含めた実質単年度収支は２億４,５５７
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万４,０００円の赤字となったものの、経常収支比率は９３.４パーセントと前年

度と比べて６.５ポイント下降いたしました。 

一方で、今後数年間は公債費が９億円水準の状態が続くことが予想されており

まして、公債費への一般財源の充当を要因として、経済収支比率は高い水準で推

移することが見込まれております。 

また、令和６年度末における財政調整基金残高は１１億３,４３５万８,０００

円で、前年度と比較して約２億８,６１０万円減少し、財政調整基金を取り崩さ

なければ予算編成ができない状況は依然として続いており、一般財源支出の抑制

が急務となっております。 

そこで、令和８年度一般会計予算の編成方針として、原油、原材料価格の高騰

や円高の進行に伴う物価高騰の影響により、各種の費用が上昇していることに加

え、令和７年８月豪雨からの復旧、復興に関わる財政需要や令和８年度以降に

は、若洲排水機場や優良賃貸住宅事業、網道防災公園整備事業、企業誘致事業、

宅地開発整備事業など、大きな財政需要が見込まれます。重要な事業には必要な

財源を確保する一方で、事業規模の精査を行うことで、歳出抑制を図り、その他

の事業においては、行政評価等の活用による事務事業の見直しを積極的に行い、

財政の健全化及び持続可能な行政運営に向けて、職員一人一人が町財政の現状に

ついて共通の認識に立った上で、思い切った合理化、効率化を行うなど、これま

で以上に徹底したコスト意識のもとに、メリハリのある予算編成に心がけ、対前

年度比１１パーセント増の総額８８億３,８０９万６,０００円としたところであ

ります。 

歳入では、地方交付税、国県支出金、寄附金の増加を見込み、財源確保のため

に起債及び財政調整基金から必要な繰入れを行ったところであります。 

歳出では、総務費、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費

及び公債費は増額予算とし、議会費及び教育費は減額予算といたしました。 

氷川町が誕生して２０年の節目を過ぎ、激変する社会情勢を的確に捉え、持続

可能な基礎自治体としての実行性を示す大切な時期を迎えております。 

令和８年度は、安らぎと潤いのある氷川町創生に向けた新たなスタートと位置

づけ、令和７年８月豪雨からの復旧、復興を最優先に位置づけるとともに、住民

生活を下支えする政策や財政健全化を見据えた徹底した行財政改革に取組、持続

可能な基礎自治体としての地方創生理念を念頭に置き、人口減少、少子高齢化、

地域産業の活性化及び企業誘致に向けた積極的な行政運営を図るべく、氷川町総

合振興計画並びに地方創生総合戦略に基づいた次の５つのまちづくり戦略を掲

げ、議会の協力を頂き、町民の皆さま方と協働し、小さな町で大きな幸せを感じ

る田園都市氷川の実現に向け、堅実かつ積極的な町政運営を行ってまいりますの

で、一層のご協力をお願いいたします。 

まず第１点目に、魅力あふれる産業の振興を図ります。 

安定した生活基盤を確保するためには、基幹産業である農業、商工業に活力と

魅力がなくてはなりません。 

農業振興策といたしましては、昨年８月豪雨で被災した圃場の復旧工事を施工

するとともに、足腰の強い持続可能な農業経営を図るため、各種生産組織と農事

組合法人並びに担い手農家の育成を図ってまいります。 

農地集積加速化事業においては、既に農事組合法人として設立した６法人の経

営安定に向けた支援を行います。 
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農地課と農業委員並びに最適化推進委員の皆さまと連携を図り、熊本県中間管

理機構を活用した農地の集積を積極的に推進をしてまいります。 

農道馬原１号線道路改良工事では、第２期工事を施工し、本来年度事業を完了

する予定であります。 

い業機械再生支援事業も継続して実施することにより、い業関連機械の維持管

理を支援することによりまして、生産機械の長寿命化を図ってまいります。 

農業次世代人材投資事業及び有害鳥獣被害対策事業については、国・県の事業

を積極的に活用し、新規就農者の支援及び鳥獣被害の抑制を図ります。 

氷川町農業元気づくり支援事業では、イチゴ重要害虫対策、施設園芸薬剤抵抗

性害虫対策、梨、露地野菜、葉たばこ、花きにおきましても重要病害虫対策、柑

橘類品質向上対策、家畜予防ワクチン接種の８つの事業を展開してまいります。 

スマート農業普及促進事業及び農業用水浄化装置普及事業につきましては、町

単独事業として、個々に継続して支援をしてまいります。 

また、新規事業として、ため池ハザードマップ作成事業、継続事業といたしま

しては、経営所得安定対策事業、経営体育成支援事業、農産物販売戦略強化対策

事業、農産物輸出促進事業をはじめ、農地の利用調整、利活用状況等の農業委員

会の機能充実を支援する機構集積支援事業及び耕作放棄地解消緊急事業にも取り

組んでまいります。 

農業経営の安定化と農家負担の軽減を目的とした農業収入安定化事業につきま

しては、これまでどおり、農業共済と収入保険の２本柱で支援をしていきます。 

水産基盤整備事業では、アサリ稚貝の育成やハマグリ母貝の放流及び漁場の耕

うんに対する支援を継続して実施をいたします。 

森林環境譲与税を活用して、町内の中学校への教材材料支給及び県産材を活用

した机上プレートの製作を行います。 

農業基盤整備促進事業として、県営事業によります砂川排水機場の下部工、ポ

ンプ・電気設備の製作、若洲不知火地区土地改良事業では、排水機場の下部工、

パイプラインの更新及び用排水路の改修、竜北地区の県営湛水防除事業において

は、氷川排水機場を稼働させるとともに１号導水路整備を実施してまいります。 

また、新規の事業として、小川排水機場の更新事業にも着手をしてまいりま

す。 

多面的機能支払い交付金事業におきましては、町内３０地区で取組が行われて

おりますが、農村環境の保全と改善に向けた取組を、氷川土地改良区と連携して

実施をしてまいります。 

商工業振興といたしましては、これまでの事業を継続してまいります。商工会

運営基本運営補助によります商工会活動の支援、商工業者の経済革新を支援する

とともに、継続して創業支援・事業所等整備促進事業、新規創業する商工業者の

店舗及び機械器具の整備と既存の商工業者の店舗リフォーム及び機械器具の更新

についても支援を継続いたします。 

同じく継続事業として、若手後継者や創業予定者の経営力向上に向けたソフト

面の支援を行うため、若手後継者等育成特別推進事業を実施をいたします。 

住宅リフォーム促進事業につきましても継続して実施することとし、中小建設

業者の支援と空き家対策としての地域環境の改善とともに、町内商工業の振興に 

１役を担っていきたいというふうに思っております。 

町単独のプレミアムつき商品券については、２０パーセントのプレミアムをつ
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けて、今年も発行をいたします。町内における購買力の向上に役立つものという

ふうに思っております。 

企業誘致活動につきましては、農村地域への産業の導入促進等に関する法律に

基づく、氷川町導入計画について、県知事の同意を得るとともに、専任職員を配

置して積極的に企業誘致を展開してまいります。今年度、県との事務協議を行っ

てまいりました。いよいよ本申請の段階まで来たところでありまして、まずは申

請をし、県の許可を受けた後に、積極的に企業誘致活動を進めていきたいという

ふうに思っております。 

道の駅竜北、竜北公園、宮原まちつくり酒屋、立神峡公園、秋山幸二ギャラリ

ーが相互に連携をとりながら、その活用を図ることといたしております。特に、

宮原まちつくり酒屋につきましては、民間事業者の公募を行い、その有効活用を

図ってまいります。 

氷川まつり、梨マラソン大会、道の駅ウォーキング大会、いちご杯キッズサッ

カー大会など、各種イベントにつきましても、参加者増加への工夫を行い、実 

施するとともに、町外からの交流人口を増やし、地域経済の活性化につなげてま

いります。 

２点目に、地域でいきいきと暮らせる保健福祉のまちづくりであります。生活

の安定は健康づくりという視点から、疾病の早期発見、早期治療を促進し、町民

の皆さまの健康増進と医療費の抑制を図るため、保健予防、検診事業及び健康相

談、保健指導、食生活改善指導を積極的に推進してまいります。 

高齢者等福祉タクシー利用料金支援事業を継続し、交通手段が乏しい高齢者及

び障害をお持ちの皆さまの支援を行ってまいります。 

病児・病後児保育が八代北部地域医療センターを事業主体として実施されてお

ります。今後も八代市とともに、その運営及び財政支援を行ってまいります。 

八代市・市郡医師会と連携して設置をしております、八代地域在宅医療・介護

連携支援センターを核として、地域包括支援システムの構築を図ってまいりま

す。このセンターにつきましても、これまでは啓発活動が中心でございました。

それが主な目的でありますけれども、もう少し一歩踏み込んだ、それぞれのいわ

ゆる連携を図れるような、その核になっていただきたいというふうに要望してい

るところであります。 

氷川町介護保険事業計画に基づき、対象者個々のニーズに応じた適切な介護保

険サービスを提供してまいります。 

人間ドック受診費用、各種がん検診費用、インフルエンザ予防接種費用の助成

を継続して実施をいたします。 

同じく継続事業として、３歳未満児の保育料無償化及び３歳未満児のおやつ代

やミルク代などの子育てに関わる経済的負担を軽減するため、物価高騰対策子育

て支援臨時給付金支給、家事育児に不安を抱えるヤングケアラー家庭を訪問し、

家事支援を行う子育て世帯訪問支援事業を実施いたします。 

子育て及び定住促進対策といたしまして、これまで行ってまいりました、高校

生までの医療費の無料化、産前産後ホームヘルプ事業及びすこやか出産祝い金事

業を継続して実施するとともに、保健師を中心とした氷川町子育て世代包括支援

センターを充実させ、子育て世帯の支援を促進してまいります。 

また、一昨年設置した子ども家庭センターを拠点に、子どもの虐待及び悩み相

談に対応してまいります。 
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新規事業として、乳幼児通園支援事業を実施するとともに、保育所等における

ＩＣＴ化推進事業に取組、保育士等の業務負担軽減を図ってまいります。 

高齢者及び障害者福祉対策といたしましては、いきいきサロン事業、食の自立

支援事業、通所型介護サービス事業、高齢者及び障がい者住宅改造助成事業を継

続して行い、障がい者総合支援事業法に基づきます、さまざまな支援事業を実施

するとともに、就労支援など、自立支援にも取り組んでまいります。 

特に、いきいきサロン事業につきましては、全地区で開催されておりますが、

高齢者のみならず、地域の各年代層の方々が関わりを持てる、そういった機会に

なればなということをこれまでもずっと申し上げてまいりました。 

これからも、ぜひそういった各種年代層の皆さま方一堂に会して、高齢者の皆

さん方と接する機会が増えていけばなあという思いでございまして、先ほど言い

ましたとおり、民生児童委員の皆さん方にはまたご苦労をおかけしますけれど

も、どうぞご支援をよろしくお願いいたします。 

町社会福祉協議会の地域福祉計画と組織改革計画を踏まえ、社会福祉協議会と

民間施設の役割分担を図り、氷川町に適応した社会福祉協議会の独自の地域で支

える介護福祉の環境づくりを進めてまいりたいというふうに思っております。 

３点目に人を育む魅力ある教育の振興でございます。 

令和８年度からは、国が実施をいたします小学校給食無償化に合わせて、中学

校の無償化も町単独で無償化することといたしております。予算を計上しており

ますので、ぜひお認めを頂きたいと思います。 

新規事業として、中学校部活動地域移行に伴う休日の地域クラブ活動支援事業

により指導者が担う体制を整備してまいります。 

氷川町児童館建設事業につきましては、補助金申請並びに寄附金の際の手続を

進め、財源の確保にめどがつきましたら、予算を計上してまいります。以前もペ

ルーの平岡さんのほうからご支援を頂きました。今回のこの児童館建設につきま

しても、支援を行いたいという申出を頂いておりますので、その中身を詰めまし

て先ほど言いましたとおり、目処が立ちましたら、予算化をして建設に向けた作

業を進めてまいりたいというふうに思っております。 

氷川町町民文化センター内に設置をしております教育支援センターの活用によ

る不登校の未然防止及びその解消を図り、児童生徒の登校、学校復帰を支援して

まいります。 

中学生の英語検定受験助成事業を継続して実施し、日本英語検定協会が実施を

します実用英語技能検定費用の全部及び一部を助成し、英語に対する学習意欲の

向上を図ってまいります。 

既に小・中学校に導入しておりますＩＣＴ機器、電子黒板タブレット等の更新

を行うとともに、ＩＣＴ支援員を配置し、学習支援を行うことで、学力の向上を

図ります。継続して教職員ＯＢを指導主事として配置し、教職員の授業力向上及

び学級経営、生徒指導等への助言指導を行うとともに、本町の教育の特色であり

ます、コミュニティースクールの取組を、更に進めてまいりたいというふうに思

っております。 

全小・中学校における要支援児童生徒への教育支援を行う要支援児童生徒教育

支援事業及び地域ぐるみで学校運営と支援をする学校運営を支援します。 

学校支援地域本部事業も、継続して強力に進めてまいります。 

小学校部活動が社会体育に移行して８年が経過をいたしました。今後も円滑な
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活動が図れるよう、指導者の育成等支援を継続して実施をいたします。 

これは先ほど言いました中学校の部活動の社会体育移行も始まっていきます。

そこにはやはり指導者が必要でありまして、指導者をいかに確保するか。そして

また、育成していくかというのが大きな課題でありまして、教育委員会のほうで

しっかりサポートしてくれるものというふうに思っております。 

幼児期における質の高い保育・教育を支援するための子ども子育て支援事業計

画及び新次世代育成支援対策行動計画に基づく事業を実行し、全ての子どもと子

育て世代が安心・安全・健康に暮らせるまちを目指してまいります。 

八火図書館も多くの町民の皆さま方にご利用頂いておりますが、学校図書館と

の連携を図り、積極的に図書活動を推進してまいりたいと思っております。 

毎年、八火図書館の本まつりが開催をされます、今年も２月に開催をされまし

た。参加をいたしまして、子どもたちの読書感想が掲示・発表がありました。読

書感想文の発表を聞きまして、私も涙いたしました。やっぱり子どもたちが、し

っかり読書の中から、本の中から、学んでいるということを実感したところであ

りまして、やはりこの図書館の持つ役割というのは大きなものというふうに思っ

ておりまして、これからもしっかり進めてまいります。 

八代郡スポーツ協会と氷川町スポーツ協会が一元化されました。氷川町の文化

協会とともに組織の強化と会員の拡大を目指して相互に連携を図りながら、社会

体育と文化の振興に向けた支援を行ってまいります。 

４点目は、魅力ある暮らしやすいまちづくりを進めてまいります。 

昨年８月豪雨により被災した道路、河川の災害復旧事業を最優先に取り組んで

まいります。 

地球環境への負荷軽減による自然と共生するまちづくりを目指して、太陽光発

電施設等の費用助成、また、住宅用新エネルギー等導入促進事業及び合併浄化槽

設置事業につきましても、助成を継続して行ってまいります。 

八代市環境センターにおける氷川町のごみ広域処理が開始をされて数年たちま

す。町民の皆さまのご協力によりまして円滑な運営ができているところでありま

す。今後も生ごみの減量化を目指した電気式生ごみ処理機及びコンポスト購入事

業を継続して実施をいたします。 

また、ゼロカーボンシティ理念の普及を図り、ごみの減量化と資源ごみの回収

に努めてまいります。電気式の生ごみ処理機につきましては、なかなか普及が進

んでまいりません。後ほどまた新年度予算にも上げておりますけれどもやはり、

これはそれぞれ町民の皆さん方のご協力に頼るところでございまして、ぜひ協力

していただいて、少しでも、このごみの減量化に寄与していただければなとお願

いするところであります。 

海洋環境保全に資するとともに、河川環境保全への波及効果を目指して、海岸

漂着物の漂流・海底ごみの回収処理事業を実施いたします。 

皆さんご承知のとおり、今氷川の浚渫工事が行われております。県の工事でご

ざいますけども、河川の流量の確保には役立つのかなというふうに思っておりま

すし、一方で、芦原がなくなってしまいます。水の浄化を考えますとやはり芦は

あったほうがいいんですけれども、今なくなってしまっておりまして、少しその

バランスというのが、やはりとる必要があるのかなというふうに思っております

ので、今後は、それも含めまして、県のほうにも要望してまいりたいというふう

に思っております。 
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防災・防犯対策といたしましては、氷川町地域防災計画に基づく対応を徹底す

るとともに、昨年８月豪雨災害を教訓として、内水氾濫及び熊本県が公表した熊

本県津波浸水想定における津波到着時間及び浸水区域の指定を踏まえて、氷川町

防災マップ、地区防災計画の見直しを行い、総合防災訓練を実施し、地区住民の

皆さま方の防災意識の醸成を推進してまいります。 

防犯カメラにつきましても、現在１５基設置しておりますが、今後とも、防犯

効果・証拠能力にあります関係判明のツールとしても活用するとともに、そのこ

とによりまして、地域のいわゆる安全を保てるような活用を図ってまいりたいと

いうふうに思っております。 

防災行政無線を活用して必要な情報を適時適切に提供するとともに、災害対 

応資機材及び食糧等の備蓄を計画的に進めてまいります。 

消防団及び自主防災組織を核とした地域防災体制の充実と地域ぐるみで見守る

防犯体制を確立するとともに、機能的な組織づくりを図ってまいります。特に消

防団につきましては、団員定数を削減いたしました。消防活動資機材及び装備の

整備を図り、円滑な消防活動ができるよう支援をしてまいりたいというふうに思

っております。 

下水道事業につきましては、県営事業で進めておりました宮原処理区の八代北

部流域下水道処理場による共同処理が開始をされます。更に普及率の向上と健全

な事業運営を目指してまいります。下水道の使用料金につきましても、定期的に

見直すことといたしておりまして、今その作業に今後また進めていかなければな

りません。そこには住民の皆さま方の、ご理解が必要でありまして、その必要性

をしっかり議員の皆さまからも、住民の皆さん方におつなぎを頂きたいというに

思っております。 

集落内の道路、河川及び排水路につきましては、氷川町道路整備基本計画、ま

た、地区からの要望との整合性を図りながら、社会資本整備総合交付金事業

等々、国、県の事業をしっかりと活用した上で、優先順位をつけて整備を進めて

いきたいというふうに思っております。 

町が管理しております既設の橋りょうにつきましても、橋りょうの長寿命化修

繕計画に基づき、優先順位をつけて改良工事を行ってまいります。 

氷川警察署跡地にＰＦＩ事業を活用にした優良賃貸住宅事業、先ほど申し上げ

ましたとおり、基本計画が出来上がりましたので、今後実施計画あるいは造成工

事に着手をしていくこととなります。 

令和９年１２月の入居開始に向けて、計画的にこの事業を進めていければなと

いうふうに思っております。 

定住促進施策の一環として、継続事業として空き家バンクに登録した空き家リ

フォーム助成、引っ越し及び家財撤去費の助成を行うとともに、移住体験住宅を

活用して、移住希望者の体験宿泊や空き店舗及び遊休農地等の情報発信を行い、

町外はもとより県外からも移住者の受入れを行う移住定住促進プロジェクト事業

を充実していきたいというふうに思っておりまして、これまでも数名の移住者、

移住していただいた方がいらっしゃいますけども、今後も、しっかりその手助け

をしていきたいというふうに思っているところであります。 

氷川町空家等対策計画に基づく氷川町空き家対策検討委員会を設置して活動

を始めております。 

暫時委員会を開催いたしまして、管理不全空き家等々の、あるいは特定空き家
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等を認定をして、その解消を図っていきたいというふうに思っておりまして、今

後まだまだ空き屋に対応する件数が多くございますので、しっかりとこの検討委

員会の活動というものを、やはりもっと活発化させていかなくちゃならないとい

うふうに思っておりまして、今後も、更に強力に進めてまいりたいというふうに

思っております。 

最後に、住民自治を支える行財政運営の推進であります。 

自治体ＤＸの一環として、国の交付金を活用して、電子決裁システム、住民票

等のコンビニ交付システム、公共施設予約システム、行政手続オンライン化及び

文書管理システムを導入し稼働させております。 

それぞれ相応の効果を得ているものというふうに思っておりますが、やはり広

く住民の皆さん方にも、このことを普及して活用頂けるような環境を更に整えて

いければなというふうに思っております。 

併せまして国の方針に従いましてシステムの標準化が運用されます。これま

で、一昨年から準備を進めてまいりました。本来ならば昨年１２月から稼働をさ

せる予定でございましたが、先に導入した自治体で非常に不具合がそれぞれ発生

をいたしておりまして、今も国のほうも一時中断の状況でございまして、更にそ

の精度を上げた上で、このシステムの標準化を運用するということになります。

私ども氷川町も、昨年１２月の運用を１年先延ばしして今さらなる準備を進めて

いるところでありまして、今後、それによりまして、またそれぞれのシステムを

構築した上で、住民の皆さん方にもしっかりそのことを啓発していかなければな

らないというふうに思っております。 

博報堂プロダクツとの連携協定に基づいたタスクホースの活動が一応終了いた

しました。先ほど言いましたとおり、５つのテーマをもとに、さまざまな提案を

頂きました。すぐ実行できること、あるいは将来にわたって実行していくこと、

やはりその辺りを住み分けをして取り組んでまいりたいというふうに思っており

ますし、すぐできることにつきましては、令和８年度新年度予算にも、若干計上

いたしておりますので、後ほどまたご審議を頂きたいなというふうに思っており

ます。 

第２次氷川町総合振興計画、第２期地方創生総合戦略並びに氷川町国土強靱化

地域計画で示したまちづくりの基本方針及び各種の施策を着実に遂行するために

は、財源が必要であります。今後とも創意工夫による財源の確保と堅実な財政運

営を図ってまいります。 

併せまして、行政改革大綱に基づくさまざまな行政改革を進めてまいりたいと

思っております。これまでやってきました事務・事業、その役割を果たした事業

につきましては、やはり廃止をし、新たな事業にその分を傾注していく必要があ

るというふうに思っておりまして、ずっとこれまでやってきたことをそのままず

っと続けていくということはできかねますので、その辺りは減り張りをつけてス

クラップ・アンド・ビルド、なくすものはなくす、造るものは造るその辺りをし

っかりこの減り張りをつけて行政運営を進めてまいりたいというふうに思ってお

りますので、議員各位にも、そのことはぜひご理解を頂きたいというふうに思っ

ております。 

併せまして、公共施設の管理が大変でございます。それぞれの施設が老朽化を

いたしております。この役場もしかりでございまして、もう４０年近くになりま

す。次のやはり対応が必要になってまいりますし、それぞれの公共施設たくさん
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ございますけれども、今後、その維持管理をどうしていくかというのが、町の大

きな課題でございますので、先ほど言いました、まちつくり酒屋を、まずは民間

に、事業者に使っていただいて、そういった方向を、やはり模索していかなきゃ

ならないというふうに思っております。このことは、酒屋に限らず道の駅竜北あ

るいは歴史資料館につきましても、もっと有効的な活用を図る必要があるという

ふうに思っておりますので、また皆さん方にもお知恵を借りることがあるかと思

っております。どうぞよろしくお願いをいたします。 

行政運営の原動力であります職員の能力開発と育成に尽力をするとともに、人

事考課を厳正に行い、定期昇給等への処遇へ反映をさせてまいります。もう既に

今年１月の定期昇給から、この人事考課の評価を運用いたしました。それぞれ、

やはりそれぞれの仕事の頑張りに応じた、給与が必要だなというふうに思ってお

りますので、しっかりと人事考課を適正に行いまして、しっかり処遇にも反映さ

せていきたいという思いでございます。 

住民と行政の協働によるまちづくりを進めていく上では、町民の皆さま方との

対話、協調が重要であります。これまでも町政懇談会開いてまいりましたけど

も、なかなか参加が増えてまいりません。その分は、いろんなツールを通じまし

て町の情報をしっかり提供し、そして町民の皆さま方に、町の動きというのをし

っかり理解していただきます。また方向性をしっかり受け止めていただいて、一

緒にまちづくりを進めていければなあという思いでございますので、今後とも情

報はしっかり提供してまいります。 

大空町との人材交流及び物品の相互交流を今後とも継続をしてまいります。今

年から中学生の交流の時期が変わりました。夏に北海道から来ていただいて、冬

に氷川町から、北海道大空町の交流を行いました。非常に子どもたちには、好評

でありまして、まさに大空町の雪、１面の雪を見るだけでも子どもたちのやっぱ

り経験にはなると思っておりますし、北海道の子どもたちは、夏の暑い暑さを体

験することで、それぞれ関係の違いを体感するものと思っておりまして、できま

したら今後もこの時期に行っていただければなというふうに思っております。 

また、ペルー共和国、平岡さんを通じましての、ペルーとのやっぱり国際交流

というのも進めていかなきゃならないというふうに思っておりますし、今熊本県

のほうでも、ペルーとの交流する何か組織をつくりたいというふうに動きがある

ように聞いておりまして、その時には氷川町もぜひ参画をしてほしいという打診

を頂いておりますので、その時期が来ましたら、また皆さまとともに、しっかり

と参画をし、交流を深めていければなというふうに思っております。 

行政運営そのものがＳＤＧｓ、誰１人取り残さない社会の実現につながるもの

というふうに思っておりまして、これからも住民の皆さん方と一緒になりまし

て、氷川町を守り育んでまいりたいというふうに思っております。 

以上、５つのまちづくり戦略を掲げ、令和８年度の町政運営の基本方針として

進めてまいります。町が抱えております、安心して暮らせ、幸せを実感できる持

続可能な田園都市氷川の創造を目指して、今後とも職員とともに、全身全霊を傾

注して、緊張感を持って取り組んでまいります。どうぞ議員各位にも、より一層

のご理解とご協力をお願い申し上げまして、令和８年度の施政方針といたしま

す。 

引き続き、提案理由の説明を行います。 

本定例会に提案しておりますのは、承認１件、条例の制定及び一部改正その他
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１２件、令和７年度一般会計並びに特別会計補正予算５件、令和８年度一般会計

並びに特別会計予算５件でございます。 

承認第１号は、専決処分をしました令和７年度氷川町一般会計補正予算第１３

号を報告し承認を得るものであります。 

議案第１号は、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図ることを目的

に、氷川町犯罪被害者等支援条例を制定するものであります。 

議案第２号は、児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設置及び

運営に関する基準を定めるため、関係条例を制定するものでございます。 

議案第３号は、子ども子育て支援法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の

運営に関する基準を定めるため、関係条例を制定するものであります。 

議案第４号は、行政手続法の一部改正により、公示送達のデジタル化に関する

規定が改正されたため、関係条例の一部を改正するものでございます。 

議案第５号は、職員の職階級の見直し及び人事院勧告による給与改定等に伴

い、関係条例の一部を改正するものであります。 

議案第６号は、職員の職務の級の見直しによる氷川町一般職の職員の級別職務

分類表の改正に伴い、関係条例の一部を改正するものであります。 

議案第７号は、国会議員の選挙時の執行経費の基準に関する法律の改正に伴

い、開票管理者の報酬額を引き上げるため、関係条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

議案第８号は、子ども子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い、子

ども子育て支援金制度が開始されるため、関係条例の一部を改正するものであり

ます。 

議案第９号は、介護保険法施行令が一部改正に伴って、関係条例の一部を改正

するものであります。 

議案第１０号は、個別排水処理事業の廃止に伴い、氷川町下水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正するものでございます。 

議案第１１号から議案第１５号までは、令和７年度一般会計並びに特別会計の

補正予算でありまして、一般会計並びに特別会計ともにそれぞれ過不足が生じて

おりますので、補正するものであります。 

議案第１６号は、令和８年度氷川町一般会計予算でありまして、歳入歳出予算

の総額を対前年度比１１.１パーセント増の８８億３,８０９万６,０００円とす

るものであります。 

議案第１７号は、令和８年度氷川町国民健康保険特別会計予算でありまして、

歳入歳出予算の総額を対前年度比２.８パーセント減の１９億５,９２１万１,０

００円とするものでございます。 

議案第１８号は、令和８年度氷川町介護保険特別会計補正予算でありまして、

歳入歳出予算の総額を対前年度比１.７パーセント増の１７億３,５２８万円とす

るものでございます。 

議案第１９号は、令和８年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算でありまし

て、歳入歳出予算の総額を対前年度比１０.５パーセント増の２億８,４５６万

７,０００円とするものでございます。 

議案第２０号は、令和８年度氷川町下水道事業特別会計予算でありまして、収

益的収入６億８７０万収益的支出５億６,３９６万４,０００円を見込み、資本的

収入７,４２７万３,０００円、資本的支出３億１,０６３万８,０００円を見込ん
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でおります。 

議案第２１号は、氷川町の一部、竜北地区でありますけども、が過疎地域に指

定されておりますが、引き続き竜北地区の持続的な発展を図るため、氷川町過疎

地域持続的発展計画を策定するものでございます。 

以上、簡単に説明をいたしましたが、具体的な内容につきましては担当課長に

説明をさせますので、ご審議を頂き、円満なるご決定を頂きますようお願い申し

上げまして、所信表明並びに提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（三浦賢治君） これで町長の説明が終わりました。 

暫時休憩をしたいと思います。２０分から再開したいと思いますので、お願い

いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午前１１時１２分 

午前１１時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（三浦賢治君） では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

これから、承認第１号から順次、詳細説明を求めます。 

企画財政課長、國岡信吾君。 

○企画財政課長（國岡信吾君） 承認第１号、専決処分の報告及び承認についてご

説明いたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和８年１月２０日付けで専決処

分した事件について、同条第３項の規定により、別紙のとおり報告し承認を求め

るものです。 

資料の１ページをご覧ください。専決第１号、令和７年度氷川町一般会計補正

予算第１３号でございます。 

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,３３６万９,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１０億１,２５８万３,０００

円とするものです。 

歳出につきましてご説明いたします。８ページをご覧ください。１０款、総務

費、２０項、選挙費、２５目、衆議院議員選挙費の１,２４１万９,０００円は、

２月８日に執行されました国政選挙事務に要する経費を計上したものです。 

次に９ページをご覧ください。１５款、民生費、１０項、児童福祉費、１０

目、児童措置費の９５万円は、児童手当の実績見込みに伴う増額でございます。 

次に歳入につきまして、ご説明いたします。 

６ページをご覧ください。６５款、国庫支出金、５項、国庫負担金、５目、民

生費、国庫負担金の８９万８,０００円と、７０款、県支出金、５項、県負担

金、５目、民生費県負担金の１８万９,０００円は、児童手当に係る充当財源の

増額でございます。 

６５款、国庫支出金、１５項、委託金、５目、総務費委託金の１,２４１万２,

０００円は、衆議院議員選挙費の財源として計上したものです。 

次に７ページをご覧ください。９０款、５項、５目、繰越金の１３万円の減額

は、児童手当の充当財源である国庫及び県費負担金の増額に伴う財源調整による

ものです。 

以上が、専決第１号の内容でございます。 

本件につきましては、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから
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専決処分したものです。以上で、承認第１号のご説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 総務課長、坂本哲也君。 

○総務課長（坂本哲也君） 議案第１号、氷川町犯罪被害者等支援条例の制定につ

いてご説明いたします。 

氷川町犯罪被害者等支援条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６

条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由は、氷川町犯罪被害者等支援条例を新たに制定し、犯罪被害者等が受

けた被害の軽減及び回復を図り、もって町民が安心して暮らすことができる地域

社会を実現するものでございます。 

１ページをご覧ください。条例の主な内容につきまして、ご説明いたします。 

第１条におきましては、犯罪被害者等の被害軽減や回復、町民が安心して暮ら

せる地域社会の実現を目的とすることを規定しております。 

第３条では、基本理念としまして、個人の尊厳状況に応じた支援、２次被害や

再被害の防止を規定しております。 

第４条では、町の責務として、関係機関等と連携し、支援施策を総合的かつ計

画的に実施することを規定しております。 

２ページをご覧ください。第５条では、町民及び事業者は、町の施策する施策

へ協力するよう努め、また、事業者は、被害者である従業員の就労環境に配慮す

る責務を持つことを規定しております。 

具体的な支援策としまして、第６条では、総合的な相談窓口の設置、第７条で

は、経済的負担の軽減、第８条では、福祉サービス提供等の日常生活支援、第９

条では、居住の安定支援を規定しております。 

また、支援における配慮事項としまして、第１０条では、個人情報の保護、第

１１条では、被害者が未成年である場合の特別な配慮を規定しております。 

支援環境の整備としましては、第１２条で、町民や事業者の理解を深めるため

の広報啓発活動の実施、１３条では、民間支援団体、団体の活動促進を町が取り

組むことを規定しております。 

この条例は、令和８年４月１日から施行するものです。これで、議案第１号の

説明を終わらせていただきます。 

○議長（三浦賢治君） 福祉課長、尾崎徹君。 

○福祉課長（尾崎 徹君） 議案第２号と議案第３号を続けて説明させていただき

ます。 

まず、議案第２号、氷川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定についてご説明いたします。 

氷川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙の

とおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。 

提案理由といたしまして、子ども子育て支援法等の一部を改正する法律の施行

による児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定めるため、条例を制定するものです。 

条例の制定の趣旨ですが、令和６年６月に成立した子ども子育て支援法の等の

一部を改正する法律により、市町村による認可事業といたしまして、乳児等通園

支援事業いわゆる子ども誰でも通園制度が創設され、令和８年度から子ども子育

て支援法に基づく給付制度として、全国の自治体で本格的に実施されます。 
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当該事業は、保育所等に通っていない生後６カ月から満３歳未満のお子さんを

対象に、保護者の就労要件を問わず、月１０時間を上限に保育所等に通うことが

できるものとなっております。 

本町では、この制度の導入に当たり、国の示す基準と同じ内容で条例を制定す

ることとしております。 

条例制定の主な内容につきまして、ご説明いたします。 

１ページの目次をお願いいたします。第１章で、総則として、この条例の趣旨

最低基準の目的など、乳児等通園支援事業者の共通事項を規定し、第２章第１節

で通則として、乳児等通園支援事業を二つの区分、一般型乳児突然支援事業と、

余裕活用型乳児突然支援事業の分類を規定、第２節で、一般型乳児等通園支援事

業における設備職員の基準等を規定し、第３節で、余裕活用型乳児等通園支援事

業における設備職員の基準等を規定しています。第３章で雑則として、紙媒体以

外の電磁的記録で処理ができるように規定しております。 

なお、この条例は令和８年４月１日から施行するものとしております。これ

で、第２号議案についての説明を終わります。 

続きまして、議案第３号、氷川町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

を定める条例の制定についてご説明いたします。 

氷川町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を別紙のとお

り制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 

提案理由といたしまして、子ども子育て支援法等の一部を改正する法律の施行

による、子ども子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通園支援事業の運営

に関する基準を定めるため、条例を制定するものです。 

条例制定の趣旨ですが、子ども誰でも通園制度が創設されたことに伴い、子ど

も誰でも通園制度の事業者が事業の実施に伴う給付を受けるためには、国が定め

る特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に基づき、町が認定を行う必要が

あります。これに伴い、子ども子育て支援法に基づき、特定乳児等通園支援事業

の運営に関する基準について規定するため、本条例を制定しようとするもので

す。 

条例制定の主な内容につきまして、ご説明いたします。１ページの目次をお願

いします。第１章で、総則として、この条例の趣旨、特定乳児等通園支援事業者

の一般原則を規定し、第２章第１節で特定乳児等通園支援事業者の運営に関する

利用定員の基準を規定、第２節で、事業者の運営に関する基準を規定していま

す。第３章で雑則として、紙媒体以外の電子的記録で処理ができるように規定し

ております。 

なお、この条例は令和８年４月１日から施行するものです。これで、議案第３

号についての説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 総務課長、坂本哲也君。 

○総務課長（坂本哲也君） 議案第４号から議案第７号まで、続けてご説明いたし

ます。 

議案第４号、氷川町行政手続条例の一部を改正する条例についてご説明いたし

ます。 

氷川町行政手続条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地方

自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 
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提案理由ですが、行政手続法の一部改正により、行政手続制度の町もん弁明の

機会の付与手続における公示送達のデジタル化に関する規定が改正されるため、

関係規定を整備する必要があるものです。 

２ページの新旧対照表をご覧ください。改正後の第１５条第４項を新たに加え

ております。 

内容としましては、不利益処分などにおける通知の際、相手方の所在が不明な

場合に、公示伝達と言われる法的手続をとりますが、これは書類をいつでも交付

する旨を掲示場などに掲示し、一定期間が経過すると、相手方に送達されたとみ

なすもので、この手続において、従来の物理的な掲示に加え、インターネットな

どのデジタルによる方法も利用可能とするための改正で、令和８年５月２１日か

ら施行するものでございます。これで、議案第４号の説明を終わります。 

次に、議案第５号、氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について説明いたします。 

氷川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるも

のです。 

提案理由としましては、職務の級の見直し及び令和７年国の人事院勧告による

給与改定等に伴い、氷川町一般職の職員の級別職務分類表及び手当の改正を行う

必要があるものです。 

３ページの新旧対照表をご覧ください。管理職手当におきまして、第６条の３

第２項の１００分の１２から１００分の２５への引上げを規定しております。 

次に、勤勉手当におきまして、３ページ最終行から５ページにかけまして、第

８条の３第２項第２号の自動車等で通勤する職員への手当額を上限額６万６,４

００円を超えない範囲内で使用距離の区分に応じて規則で定めることと規定して

おります。 

５ページをご覧ください。第８条の３に第４項を加えまして、駐車場を自己負

担で利用する職員に月額５,０００円を上限とする駐車場手当を規定しておりま

す。 

７ページをご覧ください。級別職務分類表におきまして、係長級の職務を３級

から４級へ、課長補佐級の職務を４級から５級へ、課長級を全て６級に配置する

級の改正を規定しております。 

この条例は令和８年４月１日から施行するものです。これで、議案第５号の説

明を終わらせていただきます。 

次に、議案第６号、氷川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例に

ついてご説明いたします。 

氷川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

るため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるもので

す。 

提案理由としましては、職務の級の見直しによる氷川町一般職の職員の級別職

務分類表の改正に伴い、管理監督職の規定を改正する必要があるためです。 

２ページの新旧対照表をご覧ください。第６条におきまして、管理監督職が全

て６級となることから、５級の規定を削除するもので、令和８年４月１日から施

行するものです。これで、議案第６号の説明を終わります。 

次に、議案第７号、氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条
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例についてご説明いたします。 

氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるもの

です。 

提案理由としましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改

正法が成立及び公布されたことに伴い、開票管理者の報酬額を引き上げる必要が

あるものでございます。 

１ページの改正条例をご覧ください。開票管理者の報酬を１万８００円から１

万２,２００円に改正するもので、昨年６月、議会定例会で可決頂いた改正分か

ら漏れていたことから今回改正するものでございます。 

公布の日から施行し、令和７年６月１６日から適用するものでございます。こ

れで、議案第７号の説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 町民課長、西村憲志君。 

○町民課長（西村憲志君） 議案第８号、氷川町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について説明いたします。 

氷川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するた

め、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

提案理由といたしましては、子ども子育て支援法等の一部を改正する法律の施

行に伴い、令和８年度から子ども子育て支援納付金制度が開始されるため、必要

な改正を行うもので、本納付金の課税について定めるものでございます。 

４ページの新旧対照表をご覧ください。第２条第１項に、第４号として、子ど

も子育て支援納付金課税額の項目を追加し、令和８年度から新たに納付金を徴収

するものです。 

５ページをご覧ください。同じく第２条に第５項を加え、納付金の課税方式を

所得割と均等割と定めるものです。 

６ページをご覧ください。第８条の２を加え、課税額の所得割額については、

基礎控除後の総所得金額等に１００分の０.２６を乗じて算定することを規定し

ております。 

７ページをご覧ください。第８条の３を加え、課税額の均等割額については、

被保険者１人について、１,３７０円とするものです。次に第８条の４を加え、

１８歳以上被保険者の均等割額について８４円と規定するものです。 

８ページをご覧ください。第２２条第１項第１号にカとキを加え、納付金の均

等割額の７割軽減を規定しております。 

９ページをご覧ください。同じく第２号にカとキを加え、納付金の均等割額の

５割軽減、第３号にカとキを加え、納付金の均等割額の２割軽減についてそれぞ

れ規定をしております。 

１０ページをご覧ください。第２２条第２項に第３号を加え、未就学児１人当

たりの均等割額を規定しております。その下の第３項では、１１ページの第７号

から第９号を加え、出産した被保険者に対する軽減について規定をしておりま

す。 

同じく１１ページの下になりますが、第４項を加え、１８歳未満被保険者の均

等割額の軽減について規定をしております。 

この条例は令和８年４月１日から施行するものです。これで、議案第８号の説

明を終わります。 
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○議長（三浦賢治君） 福祉課長、尾崎徹君。 

○福祉課長（尾崎 徹君） 議案第９号、氷川町介護保険条例の一部を改正する条

例について説明いたします。 

氷川町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地方

自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

提案理由といたしまして、令和７年度税制改正による給与所得控除の引上げに

伴い、介護保険法施行令が一部改正され、令和８年度の保険料の算定に係る特例

措置が設けられました。これに対応するため、条例の一部改正を行うものです。 

改正の内容背景といたしまして、令和７年度税制改正により、給与所得控除が

引上げられ、住民税非課税となる年収基準が上昇いたしました。介護保険料は、

住民税の課税・非課税を基準に段階が決まります。国の対応といたしまして、保

険料収入の減少を防ぐため、令和８年度は、改正前の税制基準で所得段階を判定

する措置としての介護保険法施行令の改正が行われました。 

しかし、前述の措置により、住民税が非課税となる年収基準の上昇に合わせ就

労時間を増やし調整した方については、税法上は非課税となっても、介護保険料

の判定においては、この措置の影響により、課税扱いの判定とされてしまいま

す。 

そこで、新しい非課税基準に合わせて就労調整を行った方が不利益を被らない

ように配慮するための措置として、令和７年度住民税非課税者で就労調整によ

り、令和８年度も住民税では非課税になるが、介護保険料では、課税扱いとなる

方については、申請によらず減免を適用するものです。 

２ページの新旧対照表をご覧ください。附則に、令和８年度分の保険料の減免

の特例として、次の１項を追加するもので、１６項、町長は、令和８年度分の保

険料について、第１７条第１項及び第２項の規定にかかわらず、規則で定める者

に対し、申請によらず減免したものとみなすを設けるものです。 

なお、この条例は令和８年４月１日から施行するものです。これで、議案第９

号の説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 建設下水道課長、白丸浩二君。 

○建設下水道課長（白丸浩二君） 議案第１０号、氷川町下水道事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

議案第１０号、氷川町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。 

提案理由といたしまして、令和７年度末の個別排水処理事業廃止に伴い、事業

名称の削除を行うものです。 

２ページの新旧対照表をご覧ください。表中、左の現行３行目の及び個別排水

処理事業を改正後は削除しています。 

この条例は令和８年４月１日から施行とします。これで、議案第１０号の説明

を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 企画財政課長、國岡信吾君。 

○企画財政課長（國岡信吾君） 議案第１１号、令和７年度氷川町一般会計補正予

算第１４号についてご説明いたします。 

令和７年度氷川町一般会計補正予算第１４号を別紙のとおり定めるため、地方

自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 
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１ページをご覧ください。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

４億６,７１４万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１０５億４,５４３万６,０００円とするものです。補正の概要といたしまして

は、歳入歳出とも、実績や今後の見込みによる減額が主なものでございます。 

続いて、７ページをご覧ください。第２表、繰越し明許費です。１０款、総務

費で４事業、２０款、衛生費で１事業、２５款、農林水産業費で３事業、３０

款、商工費で１事業、３５款、土木費で６事業の計１５事業において、年度内完

了が見込めないことから、翌年度へ繰越しを行うものです。 

次に、８ページをご覧ください。第３表、債務負担行為の補正です。中小企業

利子補給の限度額を２９０万９,０００円へ変更するものです。 

続きまして、９ページをご覧ください。第４表地方債補正です。総務債、民生

債、衛生債、農林水産業債、土木債、消防債、災害復旧債の限度額をそれぞれ変

更するものです。 

次に、歳出の主なものにつきましてご説明いたします。 

３８ページをご覧ください。１０款、総務費、５項、総務管理費、１３目、振

興局費、１８節、負担金補助及び交付金のＬＰガス使用世帯支援補助金１,０２

１万６,０００円の計上は、県が行う物価高騰支援事業を活用し、ＬＰガスを使

用する世帯に対し、１世帯当たり３,０００円を支援するものです。財源につき

ましては、県２分の１、町２分の１の負担割合で、町の負担につきましては重点

支援地方交付金を充当する予定です。 

３９ページをご覧ください。１２節、委託料のふるさと納税事業支援業務委託

料の３,０００万円は、２月までのふるさと氷川応援寄附額の実績に基づき、今

年度の寄附額が１０億６,０００万円と見込まれるため、返礼品代均等に係る費

用を増額するものです。 

４０ページをご覧ください。２２節、償還金利子及び割引料の４２１万６,０

００円は、令和６年度重点支援交付金の事業実績の確定に伴う返還金です。 

４２ページをご覧ください。５５目、減債基金費の１,２３７万６,０００円

は、令和８年度及び９年度に償還を迎える臨時財政対策債の元利償還に充当する

ため、地方交付税として交付された資金を、減債基金へ積み立てるものです。８

５目、ふるさと氷川応援基金費の６,１８３万１,０００円は、ふるさと氷川応援

寄附額の実績見込みと基金の利息を積立金として増額するものです。 

４５ページをご覧ください。１５項、５目、戸籍住民基本台帳費、１２節、委

託料の戸籍附票システム改修委託料３３８万８,０００円と、住民記録システム

改修委託料７９万４,０００円は、政令の改正により住民票などへ旧氏及び旧氏

ふりがなを記載するためのシステム改修費用です。 

続いて５３ページをご覧ください。１５款、民生費、１０項、児童福祉費、１

５目、保育所費、１８節、負担金補助及び交付金の保育施設給付費補助金４,６

２１万３,０００円は、公定価格の改定及び入所児童数の増加が見込まれるため

増額するものです。 

続いて６０ページをご覧ください。２０款、衛生費、１０項、清掃費、５目、

塵芥処理費、１８節、負担金補助及び交付金の生活環境事務組合負担金１,０７

０万９,０００円は、クリーンセンター解体に係る調査及び設計業務等に伴う負

担金の増額です。 

次に６１ページをご覧ください。２５款、農林水産業費、５項、農業費、１０
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目、農業振興費、１８節、負担金補助及び交付金の産地生産基盤パワーアップ事

業補助金２,２３１万６,０００円は、若洲タマネギ生産出荷組合の収益力強化を

目的とした施設園芸施設の導入事業費について計上するものです。財源につきま

しては、県補助金２分の１と事業者負担の２分の１の負担となります。 

続いて６５ページをご覧ください。２５目、農地費、１８節、負担金補助及び

交付金の県営事業負担金９２８万５,０００円は、国の補正予算による事業費の

増額に伴い追加計上するものです。 

次に７３ページをご覧ください。４０款、５項、消防費、２５目、災害対策

費、１８節、負担金補助及び交付金の単県急傾斜地崩壊対策事業負担金７００万

円は、８月豪雨により、法道寺地区で発生した土砂崩れの復旧のため、県が実施

する事業に対する町の負担金として計上するものです。財源につきましては、緊

急自然災害防止対策事業債を充当いたします。 

次に８４ページをご覧ください。５５款、５項、公債費の目の合計２,１９８

万８,０００円は、令和６年度までに借入れた地方債の元利償還金を増額するも

のです。 

次に、歳入の主なものにつきましてご説明いたします。 

１２ページをご覧ください。５款、町税、５項、町民税につきましては、課税

実績により２,２３８万９,０００円の増額を見込んでおります。 

１６ページをご覧ください。２８款、５項、法人事業税交付金は、７１４万

７,０００円の増額の見込みです。 

３０款、５項、地方消費税交付金は２,０９３万４,０００円の増額を見込んで

おります。 

次に１７ページをご覧ください。４５款、５項、地方交付税の２億８,２６５

万８,０００円の増額は、普通交付税の交付額が確定したことにより計上するも

のです。 

次に２１ページをご覧ください。６５款、国庫支出金、５項、国庫負担金、５

目、民生費国庫負担金、５節、児童福祉費負担金４,０９５万６,０００円は、保

育施設給付費補助金の財源となります。 

次に、１０項、国庫補助金につきましては、交付対象事業の歳出実績に基づ

き、国庫補助金全体としては減額計上となっておりますが、５目、総務費国庫補

助金、５節、総務費補助金のうち、社会保障税番号制度システム整備費補助金の

３２４万２,０００円は、戸籍附票システム改修委託料の財源となります。 

次の物価高騰対応支援地方創生臨時交付金の５１０万８,０００円は、ＬＰガ

ス使用世帯支援事業の財源となるものです。 

次に２３ページをご覧ください。７０款、県支出金になります。こちらも対象

事業の歳出実績見込みに基づき、県支出金全体としては減額計上となっておりま

すが、５項、県負担金、５目、民生費県負担金、５節、児童福祉費負担金の１,

４０６万１,０００円の計上は、保育施設給付費補助金の財源となるものです。 

次に２７ページをご覧ください。７５款、財産収入、５項、財産運用収入、１

０目、利子及び配当金は、預金利率の改定により３３５万４,０００円を増額す

るものです。 

次に１８ページをご覧ください。８０款、５項、寄附金、目の合計の６,１７

０万７,０００円は、寄附金の実績見込みを計上したものでございます。 

８５款、繰入金、５項、特別会計繰入金の５１３万２,０００円は、令和６年
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度の介護保険特別会計事業の確定に基づき、令和６年度一般会計繰出金分の返還

金の計上になります。１０項、基金繰入金、５目、財政調整基金繰入金の６億

３,０００万円の減額計上は、災害復旧事業を含む各事業に係る国県補助金や地

方債の財源確保が見込まれるため基金へ繰り戻すものです。 

続きまして３１ページをご覧ください。９９款、５項、町債につきましては、

３３ページまでの説明欄に記載する事業の財源とする地方債で、事業実績に応じ

て計上するものでございます。 

これで議案第１６号の説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 町民課長、西村憲志君。 

○町民課長（西村憲志君） 議案第１２号、令和７年度氷川町国民健康保険特別会

計補正予算第４号について説明いたします。 

令和７年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算第４号を別紙のとおり定める

ため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

１ページをご覧ください。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１億７,０１４万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１８億５,０５２万３,０００円とするものです。 

歳出の主なものについて説明いたします。 

１０ページをご覧ください。１０款、保険給付費、５項、療養諸費、５目、療

養給付費、１８節、負担金補助及び交付金１億４,２００万円の減額は、療養給

付費の支出見込みによるものです。 

１１ページをご覧ください。１０項、５目、高額療養費、１８節、負担金補助

及び交付金２,５００万円の減額は、高額療養費の支出見込みによるものです。 

１４ページをご覧ください。３０款、保健事業費、５項、５目、特定健康診査

費事業診査等事業費、１２節、委託料１９８万８,０００円の減額は、特定健診

委託の支出見込みによるものです。 

１５ページをご覧ください。４５款、諸支出金、５項、償還金及び還付加算

金、４０目、保険給付費等交付金償還金、２２節、償還金利子及び割引料１３３

万８,０００円は、令和６年度分特別交付金の返還金です。 

次に、歳入の主なものについて説明いたします。 

６ページをご覧ください。５款、５項、５目、国民健康保険税、５節、医療給

付費現年課税分から２０節、介護納付金分滞納繰越金までの繰越し分までの、総

額３５２万３,０００円は調定見込みによるものです。 

７ページをご覧ください。２５款、県支出金、１０項、県補助金、１５目、保

険給付費等交付金１億８,２９８万８,０００円の減額は、交付決定額に基づく減

額となります。 

８ページをご覧ください。４０款、繰入金、５項、５目、一般会計繰入金、５

節、保険基盤安定繰入金から、３０節、その他一般会計繰入金までの合計４１７

万円は、軽減した保険税額が見込みより少なかったことと、軽減した人数が見込

みより多かったことによるものでございます。 

９ページをご覧ください。５０款、諸収入、１５項、雑入の合計５３５万８,

０００円は、診療報酬の過誤調整分に係る国保連合会からの返還金などです。 

これで、議案第１２号の説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 福祉課長、尾崎徹君。 

○福祉課長（尾崎 徹君） 議案第１３号、令和７年度氷川町介護保険特別会計補
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正予算（第３号）について説明いたします。 

令和７年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第３号）を別紙のとおり定める

ため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。 

１ページをお願いします。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２,８１３万２,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７

億４,６００万４,６０８万５,０００円とするものです。 

歳出の主なものについてご説明いたします。 

１４ページをお願いします。５款、総務費、１５項、介護認定審査会費、５

目、認定調査費、１１節、役務費４９万１,０００円につきましては、認定審査

に係る主治医意見書の作成手数料です。 

１０款、保険給付費、５項、５目、介護サービス費諸費、１８節、負担金補助

及び交付金９３８万円の減額につきましては、介護サービスの給付に関するもの

で、居宅介護サービス給付費や施設介護サービス給付費等に過不足が生じました

ので補正するものです。 

２０ページをお願いします。２５款、５項、基金積立金、５目、介護給付費準

備基金積立金、２４節、積立金３,９７７万６,０００円につきましては、令和６

年度介護給付費実績報告に伴う追加交付がありましたので、基金に積み立てを行

うものです。 

次に、歳入の主なものについて説明いたします。 

６ページをお願いいたします。５款、保険料、５項、介護保険料、５目、第１

号被保険者保険料、５節、現年度分特別徴収保険料１０１万８,０００円、１０

節、現年度分普通徴収保険料１６５万５,０００円の増額は、介護保険料現年度

分の収納の見込みによる計上です。 

７ページをお願いします。１５款、国庫支出金、５項、国庫負担金、５目、介

護給付費負担金、１０節、過年度分１,９４４万６,０００円の増額は、令和６年

度分実績報告に伴う追加交付見込みによるものです。 

１５款、国庫支出金、１０項、国庫補助金、５目、調整交付金、５節、現年度

分６７万５,０００円の増額は、交付決定による増額となります。 

８ページをお願いします。２０款、５項、支払い基金交付金、５目、介護給付

費交付金、５節、現年度分１,８３０万５,０００円の減額は、実績見込みに伴う

変更交付申請による減額となります。 

９ページをお願いします。２５款、県支出金、５項、県負担金、５目、介護給

付費負担金、１０節、過年度分２,０１６万円の増額は、令和６年度分実績報告

に伴う追加交付見込みによる増額となります。 

１０ページをお願いします。４０款、繰入金、５項、一般会計繰入金、５目、

介護給付費繰入金、５節、現年度分８４７万５,０００円の減額は、介護給付費

の実績見込みに伴う減額です。 

１１ページをお願いします。４５款、５項、５目、５節、繰越金２,９１３万

円の増額は、歳出予算の増額に伴うものです。 

これで、議案第１３号、令和７年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第３

号）についてのご説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 町民課長、西村憲志君。 

○町民課長（西村憲志君） 議案第１４号、令和７年度氷川町後期高齢者医療特別
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会計補正予算（第３号）について説明いたします。 

令和７年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算第３号を別紙のとおり定め

るため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるもので

す。 

１ページをご覧ください。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

７５８万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億５,

２４７万２,０００円とするものです。 

歳出について説明いたします。 

８ページをご覧ください。１０款、５項、５目、後期高齢者医療広域連合、１

８節、負担金補助及び交付金の７１９万４,０００円の減額は、負担金額の確定

によるものです。 

１５款、保健事業費、５項、健康保持増進事業費、５目、健康診査費、１２

節、委託料の３９万４,０００円の減額は、健診受診者の受診者数の減少見込み

によるものです。 

次に歳入の主なものについて説明いたします。 

６ページをご覧ください。５款、５項、後期高齢者医療保険料、５目、特別徴

収保険料１,０２１万円の減額及び１０目、普通徴収保険料７５９万５,０００円

の増額は、それぞれ調定見込みによるものです。 

２０款、繰入金、５項、一般会計繰入金、１０目、５節、保険基盤安定繰入金

４５７万７,０００円の減額は、広域連合の算定額の確定によるものです。 

７ページをご覧ください。３０款、諸収入、１３項、５目、５節、後期高齢者

医療広域連合補助金６２万１,０００円は、マイナンバーカードと健康保険証の

一体化推進等事業に伴う広域連合からの補助金となります。 

これで、議案第１４号の説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 建設下水道課長、白丸浩二君。 

○建設下水道課長（白丸浩二君） 議案第１５号、令和７年度氷川町下水道事業会

計補正予算第５号についてご説明いたします。 

令和７年度氷川町下水道事業会計補正予算第５号、別紙のとおり定めるため、

地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございま

す。 

１ページをご覧ください。第２条収益的収入及び支出の補正につきましては、

支出に５５３万８,０００円を追加し、支出計５億３,５７３万円とするもので

す。 

続きまして、２ページをご覧ください。第３条、資本的収入及び支出の補正に

つきましては、支出に３,０００万円を追加し、支出計４億９,９９９万８,００

０円とするものです。 

収益的支出の主なものについて説明いたします。 

５ページをご覧ください。１款、公共下水道事業費用、１項、営業費用、３

目、個別排水処理費の５５１万８,０００円は、個別排水処理事業の廃止に伴

い、現在町が管理している合併処理浄化槽を個人に譲渡するために必要な修繕や

清掃費用などを増額するものです。 

次に、資本的支出の主なものについて説明いたします。 

６ページをご覧ください。１款、資本的支出、１項、建設改良費、１目、施設

整備費の３,０００万円は、宮原浄化センター場内配管等改築工事の発注に当た
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り、工事費が不足するため増額するものです。 

これで、議案第１５号の説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 企画財政課長、國岡信吾君。 

○企画財政課長（國岡信吾君） 議案第１６号、令和８年度氷川町一般会計予算に

ついてご説明いたします。 

令和８年度氷川町一般会計予算を別紙のとおり定めるため、地方自治法第９６

条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

１ページをご覧ください。第１条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ８８

億３,８０９万６,０００円とするものです。 

７ページをご覧ください。第２表、債務負担行為です。一般健康診査委託人間

ドック分ほか５件の計上でございます。 

次に８ページをご覧ください。第３表、地方債でございます。農林水産業債ほ

か５目の借入れ限度額の計上でございます。 

次に、歳入につきましてご説明いたします。 

９ページの事項別明細書、１総括歳入をご覧ください。歳入合計は８８億３,

８０９万６,０００円を計上しており、前年度と比較し１１パーセント増の８億

７,６４３万１,０００円の増となっております。主内訳につきましては、５款、

町税は１０億２１２万６,０００円を計上し、前年度に比べ１,５１３万９,００

０円の増です。 

４５款、地方交付税では、令和７年度実績から３０億円を計上し、前年度に比

べ１億２,０００万円の増額です。 

６５款、国庫支出金は８億９,１１９万３,０００円を計上し、前年度に比べ１

億２,３１２万６,０００円を増額です。 

７０款、県支出金は６億４,７８３万１,０００円を計上し、前年度に比べ６,

０３７万８,０００円の増です。 

８０款、寄附金では、ふるさと氷川応援寄附額の令和７年度までの実績状況か

ら８億１００万１,０００円を計上し、前年度に比べ３億円を増額としておりま

す。 

８５款、繰入金は、１４億９,７９０万６,０００円を計上し、前年度に比べ１

億５,０８８万６,０００円の増額です。 

９９款、町債は４億６,７９０万を計上し、前年度に比べ１億６,１６０万円の

増額です。 

続きまして、歳出の主なものにつきましてご説明いたします。 

３９ページをご覧ください。５款、５項、５目、議会費は６,７９２万円の計

上で、前年度と比較し１８０万１万７,０００円の減です。主なものでは、１０

節、需用費の修繕費に３５０万円を計上しており、議会中継機器の不具合に伴う

修繕費用になります。 

次に４０ページをご覧ください。 

１０款、総務費、５項、総務管理費、５目、一般管理費では、１４億２,７９

５万２,０００円を計上し、前年度と比較し１億３,０１２万５,０００円の増額

です。主に人事院勧告に基づく給与改定等によるもので、１節、報酬から４２ペ

ージの４節、共済費までの各費目において合計１億３,０３２万５,０００円の増

によるものです。 

次に４７ページをご覧ください。１８節、負担金補助及び交付金の下から５段
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目に記載の地方バス対策補助金に２,４００万円を計上しており、前年度と比較

し２８９万２,０００円の増となっております。 

次に５２ページをご覧ください。１３目、振興局費、１８節、負担金補助及び

交付金の上から４段目に記載の地域おこし協力隊活動助成金１１０万円は、移住

定住のさらなる促進を目的として、コーディネーターとして活動する地域おこし

協力隊員の受入れに必要な経費を計上するものです。事業の財源は国の制度を活

用し、全額特別交付税措置の対象となります。 

次に５３ページをご覧ください。１５目、企画費、１０節、需用費の消耗品費

５２６万５,０００円の計上につきましては、令和７年度に本町の魅力を表現し

て制作したブランドマークのＰＲグッズを作成するものです。作成したグッズ

は、移住相談会での配布やふるさと納税の返礼品などへ活用し、本町の認知度向

上につなげてまいります。財源につきましては、２分の１が特別交付税措置の対

象になっております。 

続いて１２節、委託料に記載のふるさと納税事業支援業務委託料４億円は、本

年度の目標寄附額を８億円と見込み、返礼品代等を含む費用の計上でございま

す。前年度から１億５,０００万円の増となります。 

次に５４ページをご覧ください。同じく委託料の下から３番目に記載の、地域

力創造アドバイザー業務委託料６１０万円につきましては、国の制度を活用し、

後ほどご説明いたします。 

地域活性化起業人の業務を加速化させるため、地域人材ネットに登録されてい

るアドバイザーを招聘するための経費でございます。本事業は本年度が事業開始

から３年目となり、最終年度を迎えることとなります。財源につきましては、全

額が特別交付税措置の対象となっております。 

次に、同じく委託料のその他委託料２００万円の計上につきましては、調査分

析業務に係る経費でございます。これは、携帯電話のＧＰＳ機能を活用した町外

からの来訪者の動態分析やアンケート調査などを実施し、客観的なデータに基づ

いた効果的な情報発信や、今後の施策立案の基礎資料として、活用することを目

的とするものでございます。財源につきましては、２分の１が特別交付税措置の

対象となっております。 

続いて５５ページをお願いいたします。１８節、負担金補助及び交付金の下か

ら２番目に記載の、地域活性化起業人制度負担金６１０万円につきましては、引

き続き博報堂プロダクツから人材を受け入れるための経費でございます。受入れ

の最終年度となる本年度は、民間企業のノウハウや知見を生かし、これまでタス

クホースで検討した提案を具体的な取組へと段階的に移行してまいります。本町

の交流人口の拡大から移住定住へとつなげる施策や、産業の振興に資する業務に

ついて、引き続き専門的な助言や指導を頂くものです。本事業の財源につきまし

ても、全額特別交付税措置の対象となっております。 

次の地域おこし協力隊活動助成金１１０万円は、本町の魅力の効果的な発信を

通じ、認知度向上や交流人口のさらなる拡大を図るため、地域おこし協力隊員を

受け入れるために必要な経費を計上するものです。財源につきましては、国の制

度を活用し、全額特別交付税措置の対象となっております。 

次に６１ページをご覧ください。８５目、ふるさと氷川応援基金費、２４節、

積立金の８億３０８万円の計上につきましては、寄附受入れ額を８億円と見込

み、基金利息を加えた額を計上しております。 
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次に６９ページをお願いいたします。２０項、選挙費、３０目、県議会議員選

挙費の５３３万５,０００円は、令和９年４月の任期満了に伴い、令和８年度に

発生する事務費を計上しております。 

次に７９ページをご覧ください。１５目、障害者福祉費、１９節、扶助費の中

段に記載の障害福祉サービス費等の３億３,２４２万８,０００円は、利用者の増

加や報酬の改定などにより、前年度比で１,６６２万６,０００円の増額となって

おります。 

次に８２ページをご覧ください。１０項、児童福祉費、５目、児童福祉総務

費、１９節、扶助費の物価高騰対策の子育て応援券支給事業の５７０万円は、昨

年度からの継続事業であり、物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援するた

め、３歳未満児のおむつ代等の負担軽減を目的に、応援券を支給するものです。

財源につきましては、重点支援地方交付金を充当しております。 

次に８３ページをご覧ください。１５目、保育所費、１８節、負担金補助及び

交付金、上から３番目に記載の保育施設給付費補助金５億４,６１８万１,０００

円は、入園者の増加や公定価格の改定などにより、前年度比で４,２９７万２,０

００円の増となっております。 

同節の下から２段目の保育士等業務負担軽減を図ることを目的とした保育所等

におけるＩＣＴ化推進事業費に２７０万円。また、その下の子ども子育て支援法

に基づく新たな支援である、子ども誰でも通園制度の乳児等通園支援事業補助金

に１２１万６,０００円を計上しております。 

次に８８ページをご覧ください。２０項、５目、災害救助費の１,２９２万７,

０００円は、８月豪雨の被災者に対する継続的な支援に要する費用として、地域

支え合いセンターの運営委託料及び被災住宅応急修理支援金等を計上するもので

す。 

次に９７ページをご覧ください。２０款、衛生費、１０項、清掃費、５目、塵

芥処理費、１８節、負担金補助及び交付金１億８,４３１万１,０００円は、クリ

ーンセンター焼却施設の解体にかかる経費や一般廃棄物焼却処理の事務委託費な

どの負担金になります。前年度と比較し１,９２６万６,０００円の増となってお

ります。 

次に１０１ページをご覧ください。２５款、農林水産業費、５項、農業費、１

０目、農業振興費、１０節、負担金補助及び交付金の上から５番目に記載の産地

生産基盤パワーアップ事業補助金の１,４６３万円は、若洲タマネギ生産出荷組

合による収益力強化を目的とする機械導入事業で、補助金のない法に基づき計上

するものです。財源につきましては、県補助金２分の１、事業者２分の１の負担

となっております。 

続いて１０２ページをご覧ください。２５目、農地費、１０節、需用費の上か

ら３番目に記載の電気料２,０１０万６,０００円は、本年６月に稼動予定の新氷

川排水機場が、従来の機械式から電気式に変更されることに伴い計上するもので

す。 

次に１０３ページをご覧ください。１２節、委託料のうち設計委託料９００万

円は、農業用施設等の災害復旧に係る詳細設計委託費を計上するものと、次に１

０４ページの上から２番目に記載の、ため池ハザードマップ作成委託料の２００

万円は、令和７年２月に防災重点農業用ため池指定された栫地区のため池につい

て、決壊時の浸水想定区域や避難経路等の周知を図る目的で作成するものです。 
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財源につきましては、災害復旧事業補助金と補助災害復旧事業債の充当と、ハザ

ードマップの作成業務につきましては、全額県費負担となっております。 

続いて１０５ページをご覧ください。１４節、工事請負費の５,５７０万円

は、農業用施設等の災害復旧に係るもので、２,８００万円と農道馬原１号線道

路改良工事で２,７７０万円を計上しております。財源につきましては、災害復

旧事業補助金を充当することとしております。 

次に、１８節、負担金補助及び交付金の上から２番目に記載の県営事業負担金

２億２,４４９万８,０００円は、県営の竜北地区湛水防除事業や小川排水機場の

更新事業などに係るもので、前年度比で７,２２６万３,０００円の増となってお

ります。 

続きまして、１１１ページをご覧ください。３０款、５項、商工費では、１０

目、商工業振興費、１８節、負担金補助交付金の上から３番目に記載の商工会補

助金１,７０５万円は、商工会の運営補助金のほか、重点支援地方交付金を活用

した２０パーセントのプレミアムつき商品券を５,０００冊発行し、地場産業の

活性化を図るものです。 

続いて１１３ページをご覧ください。１５目、観光費、１８節、負担金補助及

び交付金のいちご杯キッズサッカー大会補助金６３万９,０００円は、令和７年

度をもって終了するヘラブナ釣り大会の後継事業として、和鹿島いちごのＰＲ及

び販売促進を図ることを目的としています。 

２０目、竜北公園費、１２節、委託料に計上の竜北公園測量設計委託料４０３

万１,０００円は、８月豪雨により被災した第１休憩所法面の復旧に要するもの

です。 

続いて、１１４ページをご覧ください。２５目、立神峡公園費、１０節、需用

費の修繕料６７４万６,０００円は、ログハウスの長寿命化を図るための外壁修

繕と龍神橋の横桁腐食に対する修繕費を計上するものです。 

次に、１１６ページをご覧ください。３５款、土木費、５項、土木管理費、５

目、土木総務費、１２節、委託料の氷川町耐震改修促進計画の見直し業務委託料

で、５２０万円を計上しております。 

これは県が策定する本計画の改定と本町の計画期間の満了に伴い、建築物の耐震

改修の促進に関する法律に基づき計画を策定するものです。財源につきまして

は、国費の社交金の２分の１を充当予定としております。 

続いて１１８ページをご覧ください。１０項、道路橋りょう費、１５目、道路

新設改良費には、１２節、委託料から、１１９ページの２１節、補償補填及び賠

償金までは、町道氷川中南線ほか５路線の道路改良に係る事業費１億８,５００

万円を計上しております。財源につきましては、国費、社交金と地方債を充当し

ております。 

１２０ページをご覧ください。２０目、橋りょう新設改良費では、１２節、委

託料に、町道立神大野線における立神橋ほか１橋の橋りょう改修設計業務委託料

１,３００万円を計上しております。財源につきましては、国庫補助金と地方債

を充当しております。 

次に１２４ページをご覧ください。４０款、５項、消防費、５目、常備消防

費、１８節、負担金補助及び交付金の八代広域行政事務組合消防本部負担金３億

３,５７３万７,０００円は、消防事務に要する経常費に加え、消防本部庁舎の大

規模改修工事や消防施設整備事業費などにより、前年度と比較し３,８０３万２,
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０００円の増となっております。 

続いて１２６ページをご覧ください。１５目、消防施設費、１７節、備品購入

費４,００５万９,０００円は、交換時期到来に伴い、消防小型動力ポンプ２台と

小型動力ポンプ積載車７台などの購入するものです。財源につきましては、緊急

防災減災事業債を充当しております。 

次に１２７ページをご覧ください。２５目、災害対策費、１２節、委託料の網

道防災公園整備に向けた事業実施設計業務委託料で２,０００万円を計上してお

ります。財源につきましては、国庫補助金と過疎対策事業債を充当しておりま

す。 

次に１２８ページをご覧ください。 

同節委託料の１番下に記載の氷川町防災マップ作成業務委託料５５０万円は、

現行の防災マップが作成されてから５年が経過したため、最新の防災情報を反映

させ、更新を行うものです。 

次に１８節負担金補助及び交付金の単県急傾斜地崩壊対策事業負担金７００万

円は、８月豪雨により、法道寺地区で発生した土砂崩れの復旧のため、県が実施

する事業に対する町の負担金として計上するものです。財源につきましては、緊

急自然災害防止対策事業債を充当しています。 

続いて１３９ページをご覧ください。４５款、教育費、１５項、中学校費、５

目、学校管理費、１２節、委託料のGIGAスクール用端末整備支援業務委託費で

１,０４９万４,０００円と、次のページ１４０ページの１７節、備品購入費、

２,７７３万８,０００円のうち、２,２１４万１,０００円は、更新時期を迎えた

生徒用タブレット端末２９６台のリースの更新と関連費用として計上しておりま

す。タブレットの更新の財源につきましては、補助率３分の２の県補助金を充当

しております。 

次に１４８ページをご覧ください。２０項、社会教育費、１５目、発火図書館

費、１７節、備品購入費に計上の一般備品１,１４１万円は、本来の更新時期か

ら７年が経過しています図書システムの更新及びこれに関連する費用を計上する

ものです。 

次に１５３ページをご覧ください。２５項、保健体育費、１５目、学校給食施

設費、１８節、負担金補助及び交付金の学校給食費補助金無償化として、３,４

５６万５,０００円を計上しております。本補助金は、子育て世帯への経済的支

援を目的に、国が実施する小学校給食費無償化に加え、本町が実施する中学校給

食費の無償化を進めるためのものです。本町が実施します無償化への財源につき

ましては、重点支援地方交付金を充当しております。 

続きまして、１５４ページをご覧ください。５５款、５項、公債費には、令和

７年度までに借入れた地方債の元利償還金として８億６,８７４万１,０００円を

計上しております。 

これで、議案第１６号の説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 町民課長、西村憲志君。 

○町民課長（西村憲志君） 議案第１７号、令和８年度氷川町国民健康保険特別会

計予算について説明いたします。 

令和８年度氷川町国民健康保険特別会計予算を別紙のとおり定めるため、地方

自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

１ページをご覧ください。第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１
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９億５,９２１万１,０００円とするものです。 

４ページをご覧ください。第２表、債務負担行為です。特定健診、人間ドック

分の業務委託に関して、令和９年度までの限度額２０９万円。特定健診受診率向

上対策事業業務に関して、令和１０年度までの限度額７２８万円をそれぞれ計上

しております。 

次に、歳出の主なものを説明いたします。 

１４ページをご覧ください。１０款、保険給付費、５項、療養諸費、５目、療

養給付費、１８節、負担金補助及び交付金１２億５,４００万円は、昨年より２,

４００万円少なく見込んだ診療報酬分を計上しております。 

１５ページをご覧ください。１０項、５目、高額療養費、１８節、負担金補助

及び交付金２億２,７００万円は、こちらも前年度より４００万円少なく見込ん

だ高額療養費分を計上しております。 

１７ページをご覧ください。２３款、国民健康保険事業費納付金、５項、５

目、医療給付費分、１８節、負担金補助及び交付金２億５,５４３万円。その下

の１０項、５目、後期高齢者支援金等分、１８節、負担金補助及び交付金１億８

０２万４,０００円。その下の１５項、５目、介護納付金分、１８節、負担金補

助及び交付金４,３８０万円。それと次のページに移りまして、こちらは新規に

ありますけれども、２５項、５目、子ども子育て支援納付金分、１８節、負担金

補助及び交付金１,００８万２,０００円は、それぞれ県の試算による国保連合会

への納付金額を計上しております。 

３０款、３項、保健事業費、５目、保険給付費、１８節、負担金補助及び交付

金２２５万円につきましては、鍼灸券の助成単価は１,５００円のまま据置きま

して、１人当たりの配布枚数を１０枚から１５枚に増やした金額を計上しており

ます。 

続きまして、歳入の主なものを説明いたします。 

７ページをご覧ください。５款、５項、５目、国民健康保険税の本年度予

算額３億６,４８３万円は、昨年１１月末の徴収状況により試算し計上をしており

ます。昨年より１,３４０万円の増額となっております。このうち、１２節の子ど

も子育て支援納付金分、現年度分は新規となります。 

８ページをご覧ください。２５款、県支出金、１０項、県補助金、１５目、保

険給付費等交付金、５節、普通交付金１４億５,３２８万９,０００円は、歳出に

おける保険給付費のうち、療養給付費、療養費、高額療養費等の合計額を計上し

ており、前年度より６,９５０万９,０００円の減額となっております。 

これで、議案第１７号の説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 福祉課長、尾崎徹君。 

○福祉課長（尾崎 徹君） 議案第１８号、令和８年度氷川町介護保険特別会計予

算についてご説明いたします。 

令和８年度氷川町介護保険特別会計予算を別紙のとおり定めるため、地方自治

法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

１ページをお願いします。第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１

７億３,５２８万円とするものです。 

歳入歳出当初予算事項別明細書において、ご説明させていただきます。 

４ページをご覧ください。歳入の主なものといたしまして、５款、保険料３億

３,３５６万５,０００円。前年比２７８万８,０００円の増額です。 
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１５款、国庫支出金４億４,０９０万１,０００円。前年比６６６万２,０００

円の増額です。 

２０款、支払い基金交付金４億４,７３７万円。前年比５０３万５,０００円の

増額です。 

２５款、県支出金２億４,３１６万１,０００円。前年比４２３万円の増額で

す。 

４０款、繰入金２億６,９８５万４,０００円。前年比１,０００万３,０００円

の増額です。 

歳入の増額は、歳出の項目から負担割合により算出するため、増額となりま

す。 

次に、歳出をご説明いたします。 

５ページをお願いします。歳出の主なものにつきましては、５款、総務費３,

１３１万８,０００円。前年比５３８万２,０００円の増額です。増額の理由は、

令和９年度から令和１１年度を計画期間とする介護事業計画の策定費や介護訪問

調査員の給与改定のための増額が主な理由となります。 

１０款、保険給付費１６億２,１２５万４,０００円。前年比２,７４３万８,０

００円の増額です。保険給付費につきましては、過去３年間の平均値を参考に、

８年度の給付実績を考慮し計上しており、増額としております。 

１７款、地域支援事業費８,０９８万９,０００円。前年比４５３万３,０００

円の減額です。地域支援事業費につきましては、令和７年度で令和９年度から令

和１１年度を計画期間とする介護事業計画策定のためのニーズ調査費を計上して

おりましたので、令和８年度は減額としております。 

歳入歳出の合計額１７億３,５２８万円は、前年度１７億６８２万５,０００円

に対し、２,８４５万５,０００円の増額となります。 

２６ページ、給与費明細書以降につきましては説明を省略させていただきま

す。 

これで、議案第１８号、令和８年度氷川町介護保険特別会計予算についての説

明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 町民課長、西村憲志君。 

○町民課長（西村憲志君） 議案第１９号、令和８年度氷川町後期高齢者医療特別

会計予算について説明いたします。 

令和８年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算を別紙のとおり定めるため、地

方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

１ページをご覧ください。第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２

億８,４５６万７,０００円とするものです。 

４ページをご覧ください。第２表、債務負担行為です。後期高齢者健診、人間

ドック分業務委託に関しまして、令和９年度までの限度額２３万円を計上してお

ります。 

次に、歳入歳出当初予算事項別明細書から歳入を説明いたします。 

５ページをご覧ください。歳入の合計は、本年度予算額２億８,４５６万７,０

００円。前年比２,７０１万８,０００円の増額となります。主なものといたしま

しては、５款、後期高齢者医療保険料１億９,３０９万９,０００円。前年比で、

１,９８４万６,０００円の増額。後期高齢者医療広域連合の算定によるものでご

ざいます。 
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２０款、繰入金８,４８７万７,０００円。前年比で６５９万円の増額となりま

す。主な要因といたしましては、保険料の軽減に伴う軽減額を補うため、保険基

盤安定繰入金の増額によるものです。 

続きまして、歳出について説明いたします。 

６ページをご覧ください。歳出合計も同じく、本年度予算額で２億８,４５６

万７,０００円となります。主なものといたしましては、１０款、後期高齢者医

療広域連合納付金２億６,４６９万７,０００円。前年比で２,５８１万円の増額

で、広域連合の算定による被保険者保険料負担金の増額によるものです。 

１５款、保健事業費１,７９７万７,０００円。前年比で１２３万７,０００円

の増額で、主な内容につきましては、１１ページをご覧ください。 

１５款、保健事業費、５項、保健保持増進事業費、５目、健康診査費、１０

節、需用費から１２節、委託料までの物件費、及び１０目、健康増進事業費、１

節、報酬から８節、旅費における会計年度任用職員の報酬手当等の増額によるも

のです。これで、議案第１９号の説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 建設下水道課長、白丸浩二君。 

○建設下水道課長（白丸浩二君） 議案第２０号、令和８年度氷川町下水道事業会

計予算についてご説明いたします。 

令和８年度氷川町下水道事業会計予算を別紙のとおり定めるため、地方自治法

第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。 

１ページをご覧ください。初めに、第２条業務予定量は、処理区域内人口を

９,３７９人とし、これまでの実績などを基に推計いたしました。年間有収水量

９９万４３１立方メートルを見込んでいます。この有収水量とは、処理水のうち

下水道使用料の対象となった分の水量になります。 

また、主な建設改良事業といたしまして、管渠点検調査業務２,２００万円、

公共ます設置工事４００万円を予定しております。 

次に第３条収益的収入及び支出につきましては、主に下水道資産の維持管理費

に係る経費になります。 

２ページをご覧ください。第４条資本的収入及び支出につきましては、下水道

資産の建設事業に係る経費になります。 

次に、第３条の収益的収入について説明いたします。 

６ページをご覧ください。令和８年度氷川町下水道事業会計当初予算実施計画

書でご説明いたします。 

１款、公共下水道事業収益は、６億８７０万円を見込んでいます。その内訳と

して、１項、営業収益１億５,０８２万７,０００円は、主なものとして下水道使

用料などを計上しております。 

次に、２項、営業外収益、４億５,７８７万３,０００円は、一般会計からの補

助である他会計補助金３億１,７７６万１,０００円とし、収益支出に対し、過去

に償却資産を取得した際の国庫補助金などの財源を収益化した長期前受金戻入１

億４,０１０万９,０００円が主なものです。 

続きまして、収益的支出について説明いたします。 

７ページをご覧ください。１款、公共下水道事業費用は５億６,３９６万４,０

００円を予定しております。その主な内訳としては、１項、営業費用５億２,３

２８万１,０００円は、管渠費の修繕費が県道等道路改修に伴うマンホール高さ

調整工事２７５万円。委託料として、マンホールポンプ場管理委託料８，００



38 

 

８,０００円及び、処理場費が宮原浄化センター閉鎖に伴う、汚泥処分等委託料

３,０００万円。流域下水道維持管理負担金１億４,２９５万４,０００円。総係

費が、職員の人件費等で２,４４５万７,０００円。下水道使用料の検針業務委託

料３９６万円。固定資産の減価償却費に２億７,４８４万１,０００円を計上して

います。 

次に、２項、営業外費用４,０１８万３,０００円は、主なものといたしまし

て、企業債の支払利息３,９０８万２,０００円などを計上しています。 

次に、３項、予備費５０万円を計上しています。 

続きまして、８ページをご覧ください。第４条の資本的収入及び支出の収入か

らご説明いたします。 

１款、資本的収入は７,４２７万３,０００円を見込んでおります。その内訳と

しては、１項、企業債４,６４２万９,０００円は、下水道事業債になります。 

次に、２項、他会計補助金１,５２３万２,０００円は、企業債の償還に要する

経費に対する一般会計からの基準内繰入額の補助金を計上しています。 

次に、３項、補助金９３０万円は、管渠点検調査業務委託料に係る国庫補助金

になります。 

次に、４項、負担金等では３３１万２,０００円の下水道事業受益者負担金を

見込んでいます。 

続きまして、支出の１款、資本的支出は３億１,０６３万８,０００円を見込ん

でおり、その内訳としては、１項、建設改良費３,４６８万５,０００円は、主な

ものとして、委託料として、管渠点検調査業務委託料２,２００万円。工事請負

費として、公共ます設置工事４００万円を計上しております。 

次に、２項、流域下水道建設負担金４,３２２万９,０００円は、八代北部流域

下水道建設負担金を計上しています。 

次に４項、企業債償還金２億３,２７２万４,０００円は、建設企業債元金の償

還として計上しています。 

それでは、予算書の２ページをご覧ください。上から３行目の第４条、資本的

収入及び支出の括弧書きについて読み上げます。 

資本的収入額が資本的支出に対して、不足する額２億３,６３６万５,０００円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４４７万６,０００円。当

年度分、損益勘定留保資金１億３,４７３万３,０００円。繰越利益剰余金処分額

４,２９９万４,０００円及び当年度利益剰余金処分額５,４１６万２,０００円で

補填するものとすると定めています。この資本的収入及び支出の予算では、支出

に対し収入額が少なく計上されていますので、不足分を当年度分損益勘定留保資

金などで補填するものです。 

続きまして、３ページをご覧ください。第５条、企業債は令和８年度に起こす

企業債について定めるものでございます。 

次に第６条では、一時的な資金不足があった場合の短期的な借入れの限度額を

２億円と定めています。 

第７条では、予定支出の各項間の流用範囲を定めています。 

次に、第８条では、議会の議決を得なければ、流用することができない経費と

して、職員給与費の２,４４５万７,０００円を定めています。 

第９条、他会計からの補助金については、下水道事業の運営のため、一般会計

からの繰入れ総額を３億３,２９９万３,０００円と定めています。 
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続きまして４ページをご覧ください。次に第１０条、繰越し利益剰余金４,２

９９万４,０００円を資本的収支不足額に対する補填財源に充てるために処分す

ることを定めています。 

なお、下水道事業会計予算に関する説明資料として、９ページ以降に氷川町下

水道事業会計予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、氷川町下水道事業損

益計算書、氷川町下水道事業予定貸借対照表などを掲載しておりますので、ご参

照ください。 

また、予算計上項目の詳細につきましては、参考として収入支出予算事項別明

細書を別に添付していますのでご参照ください。 

これで、議案第２０号の説明を終わります。 

○議長（三浦賢治君） 企画財政課長、國岡信吾君。 

○企画財政課長（國岡信吾君） 議案第２１号、氷川町過疎地域持続的発展計画の

策定についてご説明申し上げます。 

氷川町過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり作成するため、過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。提案理由といたしましては、本町の一部である竜北地区が

過疎地域に指定されており、令和４年度に策定した現行計画が、令和７年度末を

もって計画期間の満了を迎えるためでございます。本町におきましてはこれまで

も、同法に基づき、地域の自立促進と活力の維持向上に取り組んでまいりまし

た。引き続き、竜北地区の持続的な発展を図るため、計画内容の一部見直しを行

った上で、新たな計画を策定するものでございます。 

また、本計画は、過疎対策事業債などの有利な財政措置を活用しながら、各種

対策事業を計画的に実施するための重要な計画でございます。今回の見直しにお

きましては、社会情勢の変化等に伴い、内容の整理と更新を行うもので、主要な

変更点をご説明させていただきます。 

まず、計画期間についてでございます。令和８年４月１日から令和１３年３月

３１日までの５年間を計画期間としております。 

次に、主な見直し内容についてでございます。将来人口の見通し及び基本目標

の更新といたしまして、国立社会保障人口問題研究所による将来人口推計を反映

し、令和１２年度の目標人口を１万７５人と設定しております。 

また、移住定住の促進、産業の振興、生活環境の整備など、社会情勢の変化や

地域課題を踏まえた内容へと整理更新を行っております。主な事業といたしまし

ては、移住定住分野における結婚チャレンジ補助事業の追加をはじめ、産業振興

分野においては、企業立地促進事業、農業用施設整備の充実。生活環境分野にお

いては、し尿処理事業の広域化、老朽危険空家除去事業をはじめとする空き家対

策の事業、教育分野における小中学校の屋内運動場空調設備整備事業などを本県

計画に追加し位置づけております。 

令和８年度から本計画に基づき、過疎対策事業計画的に推進し、竜北地区を初

めとする氷川町全体の持続可能なまちづくりに取り組んでまいります。 

以上が、議案第２１号の提案理由及び概要の説明とさせていただきます。 

○議長（三浦賢治君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会  午後 １時０４分 


